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経済建設常任委員会会議録 

 

平成２６年１０月２３日（木） 

（開 会） ９：５７ 

（閉 会）１５：４６ 

 

案件 

1. 認定第１４号 平成２５年度飯塚市水道事業会計決算の認定 

2. 認定第１５号 平成２５年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定 

3. 認定第１６号 平成２５年度飯塚市下水道事業会計決算の認定 

4. オートレースの運営について 

5. 産業振興について 

6.  建設行政について 

報告事項 

1. 飯塚市中心市街地活性化の取り組みについて （商工観光課） 

2. 飯塚市地方卸売市場 青果部（みどりや）の盗難について （農林振興課） 

3. 明星寺地区採石場周辺市道に関する訴訟概要について （建設総務課） 

4. 工事請負契約について （契 約 課） 

5. 工事請負変更契約について （農業土木課） 

6. 飯塚市行財政改革実施計画〔第一次改訂版〕の実施について （行財政改革推進課） 

 

 

 

○委員長 

ただ今から、経済建設委員会を開会いたします。 

この際、委員会の運営方法についてお諮りいたします。当委員会に付託を受けております認

定議案３件の審査につきましては、初めに監査委員の審査意見書に対する質疑、次に、それぞ

れの認定議案に対する質疑を行い、討論、採決については保留し、最後に認定議案ごとに行い

たいと思います。以上のように委員会審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

（ 異議なし ） 

ご異議がないようですから、そのように運営をさせていただきます。 

「認定第１４号 平成２５年度飯塚市水道事業会計決算の認定」から「認定第１６号 平成

２５年度飯塚市下水道事業会計決算の認定」までの３件を一括議題といたします。 

監査委員の審査意見書に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑はないようですので、監査委員の審査意見書に対する質疑を終結いたします。 

「認定第１４号 平成２５年度飯塚市水道事業会計決算の認定」に対する質疑を許します。

質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「認定第１５号 平成２５年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定」に対

する質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 



 2 

次に、「認定第１６号 平成２５年度飯塚市下水道事業会計決算の認定」に対する質疑を許し

ます。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

これより討論、採決に移ります。討論、採決は、それぞれの会計ごとに行います。 

「認定第１４号 平成２５年度飯塚市水道事業会計決算の認定」に対する討論を許します。

討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「認定第１４号 平成２５年度飯塚市水道事業会計

決算の認定」は、認定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 

次に、「認定第１５号 平成２５年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定」に対

する討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「認定第１５号 平成２５年度飯塚市産炭地域小水

系用水道事業会計決算の認定」は、認定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 

次に、「認定第１６号 平成２５年度飯塚市下水道事業会計決算の認定」に対する討論を許し

ます。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「認定第１６号 平成２５年度飯塚市下水道事業会

計決算の認定」は、認定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：０３ 

再 開 １０：０３ 

委員会を再開いたします。 

「オートレースの運営について」を議題といたします。 

「平成２５・２６年度売上額及び入場者の状況等について」及び「平成２６年度下期から実

施する競技面の個別施策について」、執行部の説明を許します。 

○事業管理課長 

それでは、平成２６年度飯塚オートの売上額及び入場者数について、提出しております資料

に沿って説明いたします。資料１ページの「平成２５・２６年度売上額及び入場者比較表」を

お願いいたします。２６年度Ａ欄の中段の小計のところでございますが、開催日数は４９日、

売上額は５５億７４９１万７４００円、１日平均の売上額は１億１３７７万３８００円となっ

ており、前年度Ｂ欄の中段小計のところですが、開催日数５０日、売上額は６６億９９６４万

３３００円、１日平均の売上額は１億３３９９万２９００円でしたので、累計売上額では平成

２５年度と比較して１１億２４７２万５９００円の減、１日平均で２０２１万９１００円の減

となっています。 

次に、入場者数は表の右のほう２６年度Ｄ欄中段の小計欄でございますが、２６年度１２万

３１５８人で１日平均は２,５１３人、２５年度が１５万６３９１人で１日平均は３,１２７人

でしたので、累計入場者は３３,２３３人の減、１日平均では６１４人の減となっています。 
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累計売上比較、入場者比較につきましては、平成２５年度にＳＧ開催の５日間の売り上げ約

１７億円、入場者数２７,２８０人が含まれておりますので、比較減となっております。 

資料には表記しておりませんが、平成２５年度のＳＧ５日間を除いた開催の１日当たり平均

額で比較いたしますと、９月末の時点で平成２６年度は対前年１日当たり約２６７万円の比較

増となっております。 

次に、「平成２６年度下期から実施する競技面の個別施策」について説明いたします。資料の

２ページをお願いします。９月２６日開催の小型自動車競走運営協議会において承認され、平

成２６年度下期から実施する内容が全体で７項目となっております。 

１項目として、「試走タイムの信頼性強化」でございますが、前の選手との間隔を十分に保っ

て実施するよう注意喚起することとし、なお改善が見られない場合は８号車からの先導試走に

ついて検討することとしています。 

２項目として、走行練習時の「選手名プレートの使用」につきましては、全場統一した取り

組みで１０月から実施いたします。 

３項目として、「購入意欲が沸く番組」につきましては、企画レースを除き、得点の高いドリ

ーム戦や全員が勝ち上がれるレースは原則として実施しないこと、予選はなるべく主力選手を

分散させ、主力選手同士が対戦しないような勝ち上がり基準となっております。 

４項目として、１着となった選手が勝ち上がれる「着順優先の勝ち上がり」方式を試行的に

実施いたします。 

５項目として、「開催節途中のハンデ変更について」は、原則として、節途中のハンデの変更

は行わないこととなっております。 

６項目として、「ハンデ格付けの公表」につきましては、お客様にわかりやすくするため、ハ

ンデ格付け比較表を公表します。飯塚場では、資料の６ページのハンデ格付け表を各入場門で

希望者に配布しております。 

７項目として、「改良タイヤの導入」につきましては、現行タイヤは個体差が大きく、よいタ

イヤとよくないタイヤの差が生じており、特に夏場の高温の走路において影響が大きいことか

ら、可能な限り品質と性能を安定化させるようタイヤの改良を行い、コントロール性能の向上

と品質の均一化を図ったタイヤを、来年２月３日以降の開催から導入することとしております。 

なお、資料の３ページから５ページは普通開催時における着順優先勝ち上がり基準の３日制

開催、４日制開催、５日制開催のものを添付いたしております。詳細の説明は省略させていた

だきます。 

次に、資料はありませんが、南九州市に設置しておりますオートレース川辺の設置者であり

ます株式会社デュナミスから競輪発売の設置許可が下りた旨の報告がありました。許可日は１

０月１６日、開設予定は１１月中旪ということでございます。 

以上、簡単ですが、説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、ただ今の説明に対する質疑を含め全般に対する質疑を許します。

質疑はありませんか。 

○平山委員 

 いま課長からいろいろですね、飯塚オートレースについての改良案といいますか、大変よく

ですね、これファンの意見を何か聞いたんですか。いろいろ今まで４つぐらいありましたけれ

ども、こういうことを決定したのはファンの声を聞いたのかですね、それが１点と、この改良

タイヤを平成２７年２月３日から取り入れるとありますが、いまタイヤが恐らくですね、聞い

たら１本７千円か８千円ぐらいと聞いているんですけど、改良することによって金額が大幅に

上がるというようなことはないのですか。この２点をお願いします。 

○事業管理課長 
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 まず１点目でございますが、今年の５月から７月にかけましてファンミーティングというこ

とで、各場でファンとの懇談会、選手、競走会、施行者、それからＪＫＡ含めたところで懇談

会をいたしております。そのときにいろんな意見を寄せられたものの中でですね、すぐできる

ものという形で、今回このような提案を業界で検討して出させていただいているものでござい

ます。 

それから２点目でございますが、改良タイヤの金額ですが、税抜きで７千円程度、現行７千

円程度というふうに聞いております。金額が高騰する、新しい改良タイヤが高騰するという形

ではですね、聞いておりませんので、現行の金額ではないかというふうに思っております。 

○平山委員 

 今年の５月ぐらいからファンミーティングをし、懇談会をしですね、できることからやろう

という、そういう姿勢でですね、本当に今オートレース行政について大変な時期なので、これ

からもしっかりファンと懇談をとりながら、改良できるところは一所懸命改良してください。

よろしくお願いします。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○坂平委員 

 以前、包括的事業委託のスケジュールをいただいておりましたが、その後の経過はどんなふ

うになっていますか、説明をください。 

○経営改革推進室主幹 

 １０月１０日に公募を開始いたしております。それで公募期間を１カ月とっておりますので、

１１月１０日がプロポーザルの参加表明の締め切りといたしております。なお、１０月１７日

に公募の説明会を開催いたしております。それには複数者の参加があっておるところでござい

ます。以上でございます。 

○坂平委員 

 複数者、いま現在も来てあるんですか。 

○経営改革推進室主幹 

 １０月１７日にとり行いましたのは、公募に関する説明会でございます。これを受けた後に

参加表明といたしましては、その締め切りを１１月１０日というふうに位置づけております。 

○坂平委員 

 このスケジュール案で資料をいただいとった分ではね、約５０日の公募期間というふうにス

ケジュールの工程の中では出とったんですけど、今度３０日で期間を締め切るんですか。 

○経営改革推進室主幹 

 資料でご提出させていただいておりましたスケジュール案につきましては、全体のスケジュ

ールを６０日程度とっておりました。その中におきましても、公募開始から参加表明の締め切

りまでは１カ月といたしておったところでございますので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

○坂平委員 

 それと契約締結、この基本契約については１０日間でこのプロポーザルの内容を選定するわ

けですか。 

○経営改革推進室主幹 

 １１月１０日が参加表明の締め切りといたしておりますので、そこで複数者の参加がもしあ

れば、その後、業者選定委員会を開催いたしまして、その中で受託候補者を決定してまいると

いうことになります。その後に基本契約の締結という運びになろうかと思っております。 

○坂平委員 

 その選定委員は内部選定委員ですか、外部選定委員ですか。 
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○経営改革推進室主幹 

 前回９月議会にも上程いたしておりました附属機関の設置に関する一部改正の条例の中で、

条例を一部改正いたしておりますので、民間委託業者選定委員会規則を制定してですね、今か

ら業者選定委員を決定してまいるということになりますので、小型自動車に関して識見を有す

る者及び市職員という形で行っていきたいと。委員数につきましては、６名以内というふうに

しております。 

○坂平委員 

 いや、だから私が聞いているのは、内部選定委員ですか、外部選定委員ですか。 

○経営改革推進室主幹 

 外部もおります。内部もおります。 

○坂平委員 

 その条例は、条例といいますか、その規則は今から決めるんですか。 

○経営改革推進室主幹 

 条例の改正につきましては、９月議会に上程をいたしておりまして、議決をいただいておる

ところでございます。 

○坂平委員 

 それではこの２０日間、選定期間は２０日間ですか、１０日間ですか。 

○経営改革推進室主幹 

 ご質問の選定委員会の期間でございますが、先ほどもご答弁申し上げましたように、１１月

１０日以降選定委員会を開催いたしますので、決定するまでは大体２０日間程度を見込んでお

るところでございますが、２週間程度で終わる可能性もあろうかと思っております。以上です。 

○坂平委員 

 説明があんまりにも詳しすぎて、２０日間とっとって１週間で決まる場合もありますとは、

それどういう意味ですか。 

○経営改革推進室主幹 

 予定といたしましては、マックス１２月上旪ぐらいを目途にですね、選定委員会を終了して

いきたいというふうには考えております。 

（ 発言する者あり ） 

いえ、１１月中にはですね、恐らく。１０日ずらしましたので、当初からですね、１０日間

ぐらいずれる可能性は見込んでおります。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ ほかになし ） 

お諮りいたします。本件は掘り下げた審査をするということで、継続審査といたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本件は継続審査とすることに決定いたしました。 

次に、「産業振興について」を議題といたします。質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

お諮りいたします。本件は掘り下げた審査をするということで継続審査といたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本件は継続審査とすることに決定いたしました。 

次に、「建設行政について」を議題といたします。質疑を許します。質疑はありませんか。 

○古本委員 
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 経済建設委員会の建設行政の観点から、質問をさせていただきます。今年度の大型発注にお

きましてですね、小中一貫校を発注するに当たり、市としてどのような方針で発注を行ってい

くつもりなのか。その辺のところをお尋ねいたします。 

○都市建設部長 

 いま現在、建築の部門におきましては多くの発注をしております。その中で、できるだけ市

内の業者の方にですね、参加していただくような形の方針は、設計の中で、できる分につきま

してはそういう形では行っております。 

○古本委員 

 それではですね、市内業者に対する市の考え方はどうなっているのかをお聞かせいただきま

す。どうぞ。 

○都市建設部長 

 具体的に市内業者の方にという部分につきましては、できるだけというところでございます

ので、じゃあ、どの部分を具体的にという部分ではなかなか申し上げできませんけども、発注

ができる金額とかですね、そのあたりも含めまして、できるだけ市内の業者に発注ができるよ

うな体制はとっていきたいということでは、設計担当のほうではそういう形では思っておりま

す。 

○古本委員 

 ちょっと考え方が、私はそういうところじゃなくて、例えば市内業者の、市外業者と市内業

者の違いといいますか、その辺のところをちょっとお聞きしたかったんですけどね、例えば保

護育成とかいろんな考え方があると思いますが、その辺のところはいかがですか。 

○都市建設部長 

 当然市内の業者の方でできる部分につきましては、当然市内の業者でと。それと高度な技術

を要する建物とかですね、そういう部分につきましては市外の大手の方の技術力、施工の場で

ですね、していただかなくては施工ができないような部分につきましては、市外の業者の方に

もお願いする部分はあろうかと思います。基本的には市内の業者でできる分につきましては、

そういう形では設計の中では市内業者の保護という部分も含めてですね、そういう形では設計

の中で反映はしていきたいということでは思っております。 

○古本委員 

 今の答弁なんですが、市内業者に対する責務でありますが、保護育成をしっかりしていくと

いう考え方でよろしいんですか。いいですか。 

○都市建設部長 

 当然市内の業者の方のですね、いま言われます保護育成という部分も含めて設計の中ではき

ちっとした形で、まあその中で全てという話では当然ないと思いますけども、できる形の中で

はですね、していくということは思っておりますので、よろしくお願いします。 

○古本委員 

 ではですね、どこで誰がどのような考えで方針を示されているのか、聞かせていただきます。

私の地元にですね、建設を予定されております幸袋小中一貫校につきましては、市外ゼネコン

を含むＪＶに発注するとの情報を得ていますが、市内業者による施工はできないのか、いかが

でしょうか。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １０：２５ 

再 開 １０：２９ 

委員会を再開いたします。 

○建築課長 
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 今のご質問の件ですけれども、幸袋小中一貫校、この物件はですね、既存の中学校と小学校

の間の狭小な敷地に、なおかつ、高低差の著しい用地に１万平米を超える大規模建築物を建設

するものでございまして、適正な施工管理とか安全管理面を考慮して、市外・市内の業者を含

んだ発注でということで考えておるところでございます。 

○古本委員 

 狭い土地とか段差を活用するとか、何か地元の私に言わせていただければ、地元の業者さん

をあなた方は技術的にかなり低いレベルにあると、そういうふうに判断されているように聞こ

えます。そうなんですかね。そんな誤解がですよ、頴田小中一貫校に続き、また幸袋でも何か

解消されていないような、ちょっとこれは言い過ぎですかね、排除する方法といったら、ちょ

っと酷になるかもわかりませんが、その理由をですね、前面に出すには何か理由がお粗末すぎ

るんじゃないかなと、私は感じます。段差がついとっても、頴田は県ができると言ったやない

ですか。そういうことでですね、いま本市では大型案件が数多く予定されていますが、これは

執行部が計画され、各担当課がその命令のもと実行されていると、誰でもわかります。なぜ頴

田小中一貫校及び市立病院、そして幸袋小中一貫校と、そのたびに批判を受けたり、疑問に思

われるようなことを繰り返すんでしょうかね。また、この重要な時期に技術職の人材がいない

のも原因の１つだと、私は思います。私は知識の尐ない中で、発注の時期にあまりこだわりす

ぎると発注の方針に疑義が生じるし、第一、担当課の職員が困られるんじゃないかなと思いま

す。また一番危惧することは、コンサルに発注方法までいじられるということですよ。こんな

ことにならないよう願って、次の質問に行きます。 

本市の発注は、分離分割発注が大原則だと理解しておりますが、この校舎は本当に分割でき

ないのか、どうでしょうか。 

○建築課長 

 本物件は既に設計が完了しておりましてですね、これを分割するということになりますと、

ちょっと再度検討する必要がありまして、それなりの時間と金がかかるのではないかというふ

うに考えております。 

○古本委員 

 地元の業者をですね、精一杯擁護するようなことを言っとって、時間がかかるからできない

とか、何かおかしな答弁じゃないですか。何も地元を保護していないじゃないですか。ゼネコ

ンを保護して、そういう発注のやり方を進められるんですか。通常ですよ、分割発注する場合、

エキスパンションジョイントといいますか、こういうのを入れるんでしょうけれども、これじ

ゃないんですよね。それは、分割はこれがないから難しいということの判断と私は思っていた

んですが、違う答弁が出ました。これがなくても分割ができるという意味で言われなかったん

ですかね。どうなんですか。 

○都市建設部長 

 すみません。当然先ほど課長が答弁した部分もございますけども、いま委員指摘のとおり、

今回の校舎等につきましては一体的な校舎でございますので、当然その部分を豆腐を切ったよ

うにという形にはなかなか。割る部分につきましては、先ほど委員が質問で言われましたとお

り、エキスパンションジョイントという部分を設けて工区を割るという構造になろうかと思い

ます。それは当然、そういう形の割り方になろうかと思います。その中で、日にち・・・ 

（ 発言する者あり ） 

当然今の、今回の設計の中には、その部分につきましては入っておりません。 

○古本委員 

 ジョイントがないから難しいということを言われるかなと思ったんですが、いま答弁の中で

もやっぱりそうだと言われるわけですから、それならばですよ、これが大原則の中で分離分割

発注が大原則の中でやられるんならばですよ、何で設計の時点で何らかの配慮ができなかった
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のか。ジョイントを入れる配慮ができなかったのか。最初から地元に発注する気持ちがないか

ら入れてなかったと、誰でも思いますよ。いかがですか。 

○建築課長 

 プロポーザル時においてですね、この狭小な敷地、そして小中学校の間にですね、小中学校

を運営しながらその間に配置するということで、機能的でコンパクトな配置計画がなされたも

のなんですけれども、その中でですね、敷地の条件によって配置がなされたやつ、建物がです

ね、エキスパンションジョイントを設けなくても、一体的な建物としてですね、配置すること

ができたということで、この設計を受けたものでございます。 

○古本委員 

 じゃあ、先ほど言われました市内業者の保護育成と、そういう観点からコンサルのほうに、

市内業者に発注するには市内業者ができるには、分割するにはどういう設計でどういうことが

できるのかとか、そういうのは質疑なり、何かで出されましたか。 

○建築課長 

 ご質問のような質疑はございませんでした。 

○古本委員 

 私が今お聞きしよるのはですよ、構造的に難しい、要するに段差があるとかですね、敷地が

狭いとか、敷地が狭いのは何も関係ないと思いますよね。地元の人のほうが外部から入るより

も道も詳しいし、周りの形状も精通してあると私は思います。私も地元の小中学校ですから、

どの辺がどんなふうになっているとかわかります。市外業者、ゼネコンが入るよりも十分に配

慮できると思いますよね。また地元の人との懇談もできますから、工事の邪魔、もしくは交通

整理とか、いろんなこと、通学に関することも、十分に配慮ができると私は思います。何で敷

地が狭いから云々というところが理解できません。また段差があると言われましたが、頴田の

ときもこれ、同じようなこと言われましたよね。でも県は、あのときできるとはっきり言った

んでしょう。いかがですか。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １０：４０ 

再 開 １０：４４ 

委員会を再開いたします。 

○建築課長 

 頴田小中一貫校につきましては、１つの施設を３つの棟に分けました。これはエキスパンシ

ョンジョイントが設けられておりましたので、それぞれ３工区に分けることができております。 

○古本委員 

 そこだけをしつこく言うつもりはないんですが、先ほど私が聞いたところ、ちょっとずれて

いるんですよ。ジョイントを何で最初から入れてなかったかと聞きよるんですよ。地元の業者

保護育成の観点からならば、地元に発注する。地元が一括して受注できないような大型物件な

らば分割するでしょう、普通。それを、最初から設計のほうに依頼してなかったというところ

がおかしくないですかってお聞きしよるんですよ。入れてなかったから分割できるとか、でき

んところの話はまだそこまで言ってないんですよ。 

○建築課長 

 先ほどの答弁とちょっと繰り返しになりますけれども、プロポーザル時にですね、コンパク

トな配置計画ということで提案なされておりまして、その中で必ずしもエキスパンションジョ

イントを設けるとかいうことではないんですけれども、設けなくてもできたということでです

ね、今回その提案を受け入れたということでございます。 

○古本委員 
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 あなたも繰り返すような答弁ですが、私も繰り返すような質問をするんですが、地元の業者

という考え方はさっき聞きましたよね。ずれてませんか。どこを主体にこういう公共工事発注

したときの発注をするんですか。まず地元でしょう。それが配慮してない、そういう設計、そ

れをコンサル受け付けるんですか。まずここが一番ではないんですか。その辺のところがちょ

っとお聞きしたいんですが。おかしいですかね、私が聞きよることが。いかがですか、課長。 

○建築課長 

 質問委員おっしゃるとおりでございますけれども、狭小なという理由にはならんということ

で言われておりますけれども、この一体型の建物がですね、設計条件の中に一番合致するとい

うことで、コンサルがですね、提案されてきたもんですから、それをちょっと受け入れたとい

うことでございます。 

○古本委員 

 一体型っていうところを、ちょっと何か考え方がまた誤解されているような気がします。ジ

ョイントが入っとっても一体型でしょうもん。違うとですか。１つの建物でしょう。一体型じ

ゃないですか。何か考え方がさっきから違いますよ。質疑、まあ、ずれていますね、お互いに。

かみ合いません。 

それじゃあ、この分割できないと言われるのはですよ、あくまでも設計からの話なんですか。

それとも執行部のみで考えられたのか。それとも、外部の意見等を参考にして結論に至ったの

か。その辺のところはどうなんですか。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １０：５０ 

再 開 １０：５３ 

委員会を再開いたします。 

○副市長 

 細かい技術的なことは、ちょっと私が不勉強なところがございますが、私が報告を受けたの

は、今お尋ねの結果として、この一体型の教室棟ですかね、こちらのほうにはエキスパンショ

ンジョイントですか、これが使われていないからなかなか難しいという問題は確かにあろうか

と思います。ただ、この小中一貫校のほうは、プールと体育館のほうは当然分離分割して発注

いたしますけど、教室一体型のこの分についてはジョイントが入っていないと、結果として。

我々がジョイントを入れなさいとか、入れるとかいうことは、正直全くそこまで配慮が足りな

い分があったかもわかりませんが、結果として、こういうものがあるから、こういう建物、い

わゆる口の字型の建物なんですけど、これを県のほうにも、こういうものを、県のほうも分離

分割をやっておりますので、担当のほうが意見を聞いたと。そうすると、こういう建物は県も

分離分割やっておりますけども、こういう建物は一括して発注すべきで、分割は尐しおかしい

でしょうと、分割するのは、という意見とか。先ほど来、ジョイントが初めから入っていない

からおかしいじゃないかとご意見いただいておりますが、コンサルのほうもこういうのは一括

して発注すべきではないですかという意見をいただいたという報告を、私は教育委員会からも

今の担当のほうからもですね、そういう意見をいただいてもらったもんですから、これは市と

しては一括発注、この口の字型のほうの教室については、一括発注でいったほうがいいんじゃ

ないかと。 

それと、先ほどから言いますように工期の問題、それと事業をやっている生徒の安全・安心、

それとちょうど小中学校の間に建つもんですから、きちんとした施工管理とタイムスケジュー

ルがありますので、開校に間に合わせるように。そうなってくると、ＪＶを組んでゼネコンを

入れることできちんと施工管理をしたほうが、より児童生徒さんの安全・安心になるのではな

いかというふうな考えはございました。 
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○古本委員 

 工事途中の安心とか安全とか、いま副市長が言われました。私もその辺のところは同感であ

ります。ただ、ゼネコンが入ったからどうのこうのという話じゃないと、そこは。工事のでき

ばえといいますか、これも私は大差ないと思います。分離分割、県に聞かれたと。県のどこに

聞かれたか、私よくわかりませんが、県のほうはですよ、総合高校あたりでもかなり分割して

やっていますよ。それで１つの設計事務所が、コンサルが一体型が好ましいと、どこでどう言

われるのか、よくわかりません。例えば、これも情報だけの話なんですが、平恒にできます穂

波のところは、一体型は好ましくないんですか。いかがですか。 

○副市長 

 基本的には何といいますか、できるだけ別棟になっているとか、切り割りがきちんと見た目

でわかるのは、これはできるだけ分離分割しようと思っております。今度の場合は、先ほどエ

キスパンションジョイントですかね、これが話題になっておりますが、ちょっと今回の場合、

口の字型で全部一連の建物でつながっているという形状もありますし、もちろん横にある体育

館とか、当然分離分割しております。ですから、平恒の分は細かいところは見ておりませんが、

たぶん、それぞれこう独立した建物の形状になっているだろうと思っているんです。それはあ

る程度切り分けが、私はきくんじゃないかというふうには判断しておりますけど。 

○古本委員 

 それではですね、先にちょっと進みます。そもそもですね、市外ゼネコンに発注する、そう

いう基準は設けてあるのか。その辺はどうなんですか。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １０：５８ 

再 開 １０：５８ 

委員会を再開いたします。 

○契約課長 

 今お尋ねの市外ゼネコンに発注する基準等につきましては、明確な基準はございません。そ

れぞれの案件で内部協議をさせていただいております。 

○古本委員 

 それではですね、今後発注される予定の穂波及び鎮西の小中一貫校については、分離分割で

きる設計になっているのか。その辺のところは、答えられる状況なら答えてください。 

○建築課長 

 穂波東の小中一貫校につきましては、エキスパンションジョイントがそれぞれ数カ所設けら

れておりますので、その分で棟別に分けることは可能でございます。 

○古本委員 

 どうもわかりにくいんですが、納得するにはほど遠い、そういう思いです。同じ小中一貫校

を建設する、しかもある程度同じ時期なのに、なぜ幸袋のみ特殊事情が生じるのか、理解でき

ません。市の施策は公平公正で、透明性の確保が絶対だと私は考えます。そもそもこのような

疑義がある幸袋小中一貫校建設は一たん白紙に戻し、再度検討すべきではないかと考えますが、

どうですか。 

○副市長 

 いろいろ、ご指摘を受けておりますが、一応この小中一貫校の全体の４つ、頴田が１つ終わ

って残り３つですけど、それぞれ一たん開校の時期あたりを当初予定より遅らせて、結果とし

て遅れたんですけど、これをさらにまた遅らせるということではなくて、やはりできるだけ早

く予定どおりに開校していきたいということで、一つその点はですね、ぜひご理解をお願いし

たい。で、このまま幸袋が平成２８年、それから穂波が２９年、それから鎮西がたしか３１年
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だったと思うんですが、これに向けてですね、全力で取り組んでいきたいというふうに考えて

おりますので、一つご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○古本委員 

 前回の頴田小中一貫校のときから全く反省されていないと、私はそういうふうに感じます。

あなたたちの言われること、もっともだなと、そう思えるような、そういう努力が感じられな

い。どうかして市内業者を使おうとするその取り組み、姿勢が私は大事だと、そう思います。 

いいですか、まず１点目にですよ、市内業者に対する保護育成は重要な責務と言われました。

でも、それを答弁の中には感じられない。そして分離分割が大原則なんです。 

次に、狭い土地とか、段差とか、市内業者じゃだめと、調査もしないで無理だと決めつけら

れる。恐らく内部だけで決められたんだと思います。頴田のときは、県が分離可能だと判断し

たのに、今回は外部の意見も聞かれなかった。それで決断されておるみたいです。 

それから３つ目にですよ、いまだに技術的に判断できる職員、またはそういうスタッフを揃

えていない。生半可な知識、こういうこと言うと、ちょっと語弊がありますが、その中で分割

ができないとか市外業者じゃなければいけないとか、これじゃあですよ、最悪、設計コンサル

の言うままだと、私はそういう気がいたします。 

先ほどの中でも話をしましたけれども、分離分割、どうしてもやろうと思えばですよ、いろ

んな事例があります。例えば今の福智町、旧金田町の庁舎、これは１階と２階を分離分割して

あるんですよ。やろうと思えばできるんですよ、地元に発注しようと思えば。コンクリは１日

でポンと打つわけではありません。ジョイントがなくてもできます。打ち継ぎができるんです

よ、やろうと思えば。そういうこと、ましてや地元企業のことを本気で考えていないから、た

だ単にありきで進めたというのが、私そういうふうに感じます。 

そういうことでですよ、ゼネコンに発注する理由も希薄であり、行政の一貫性も欠落してい

ると私は感じます。執行部のみで発注方針を決定することに、私は限界を感じます。大型案件

については、第三者委員会を設置して方針を決定すべきではないかと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １０：５７ 

再 開 １１：０５ 

委員会を再開いたします。 

○副市長 

 確かに、外部委員会の意見を聞いてというのも１つの考え方であろうかと思いますが、我々

としては、飯塚市として責任を持って、執行部のほうできちっと決めていきたいというふうに

考えております。 

○古本委員 

 先にちょっと戻りますが、この発注を地元にした場合ですよ、施工が可能かどうか、そうい

うのは、もちろん市内業者には聞き取り等はしてませんよね。 

○建築課長 

 市内業者への聞き取りはいたしておりません。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○坂平委員 

 建設行政全般について、まずですね、飯塚市自体は大体、年間に２０億円強の工事発注が毎

年大体、予算として組まれておるわけですよね。今回の場合は、合併特例債の期限ということ

もあるかもしれませんが、大型事業が極端に一括して今年度に集中して、されております。こ
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のことについて、まず執行部として発注権はあなた方にあるわけですから、執行部としてどう

いうふうに考えられて、こういう大型事業がこの平成２６年度に集中したのか。まずそのあた

りをお聞かせください。 

○副市長 

 確かに、今年度大きな金額が発注になっております。これは意図してやったわけじゃござい

ませんで、できるだけ執行部のほうも将来の負担を、例えば３０年後、５０年後を考えた場合

に、短期間にいろんな箱ものをやると、３０年後、５０年後には同じような状態を迎えるとい

うことで、できるだけ合併特例債の使える範囲内で順次やっていこうというふうに思っており

ましたけども、対外的に、小中一貫校は別にいたしましても、学校については平成２７年度ま

でに耐震化を終わらせなさいという国の強い指導がございます。今度、私どものほうが、国の

ほうがやってまいりますが、尐し遅れておると、計画が遅いというふうにお叱りを受けるかど

うかわかりませんが、小中一貫校が平成２８、２９、３０とずれる分だけ、結果としてはいず

れできるんですけど、２７年度にできないじゃないかというような、どうも指摘を受けるよう

でございます。ただ、それ以外のところについては２７年度までにきちっと終わらせるという

ふうな目標を立てておりましたので、それを年次的にやってまいりましたけども、それと全体

の計画がずれた、あるいは浸水対策があったということで、２６年度はかなりの金額になった

ということは事実でございますけども、これを意図してやったわけではございません。できる

だけ長期間にわたって分散してやって、将来のメンテナンスなり建て替えのときには負担がな

いようにと思っておりましたけども、なかなか机上で計算するようにはいかなかったという結

果でございます。 

○坂平委員 

 それであればですね、まず先ほどの古本委員が質問をされとったような状況、同じような質

問になるかと思いますが、いま現在、事業が計画されている分、これは答えられますか、本年

度事業発注予定の事業について。建築だけでようございます。 

○建築課長 

 今年度、大型物件として考えている工事はですね、穂波東中学校区の小中一貫校建設工事、

それから幸袋中学校区小中一貫校建設工事、それから飯塚市新庁舎建設工事、それから菰田・

徳前保育所統合園舎建設工事、それから市立病院ということになっております。 

○坂平委員 

 この中で、いま現在ですね、設計業務委託をされて、設計が全て完了して発注ができる状態

にある事案、これはどことどこがいま上がっていますか。 

○建築課長 

 先ほど工事を述べましたが、そのうちの庁舎以外は全て終わっているところでございます。 

○坂平委員 

 これは設計業務委託をされてあるんで、設計業務が上がってきた順番から答えていただけま

せんか。 

○建築課長 

 すみません、先ほどの答弁ちょっと訂正させていただきます。設計が終わったものが庁舎を

除くものでございまして、発注ができる状況というのは幸袋小中の分でございます。 

○坂平委員 

 先ほど言われましたよね。子育て支援の菰田保育所、それと小中一貫の穂波東、それと幸袋

ですね。これ自体は、設計の上がった順番はどこから上がったんですか。 

○建築課長 

 設計が上がった順番はですね、穂波東の小中一貫校です。それから幸袋小中一貫校、それと

菰田・徳前保育所の統合園舎建設工事でございます。 
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○坂平委員 

 設計委託業務が上がった順番じゃなく、幸袋からということで、いま課長のほうが答えられ

ましたが、設計が上がって発注ができる体制にあるのに、なぜ発注の順番を変えるんですか。 

○副市長 

 この件につきましては、いま質問者が言われるように、ことし非常に案件が多いということ

で、総務委員会のほうでも、公平性とか競争性とか確保するために、発注については執行部の

ほうでその順番をきちっとして、一定の業者の方が参加できるような条件を考えてくれよとい

うふうな条件も付けられました。そういうこと全体を考えまして、ただ開校時期とか、開園時

期はずらすことはできませんが、そういうことを踏まえまして発注の時期、あるいはその業者

さんの確保のためにその発注の順番を尐し。ただ幸袋につきましては、細かく申しますと、下

の幼稚園の、あっ幼稚園といま言いませんね、あそこの民間委託の件もございます。それと土

地の形状が非常に、再三申しておりますように高低差があって狭い、工期がある程度短くなっ

たので、これはこの時期に発注しないと開校に間に合わないだろうと。それから目尾振興計画

で移動しました目尾小学校跡の開発もございますので、この時期に発注しないと後のほかの事

業にも大変影響が出るだろうと。それ以外のところについては、大体開校時期、開園時期をも

う尐しずらしても十分間に合うという判断のもとで、そのでき上がった順番ということではな

くて、尐し時期をずらして発注しようと。開園、開校には遅れないようにやりたいというふう

に考えております。 

○坂平委員 

 こういった大型事業を、当初計画を立てられてされたんであれば、そういうことも全部わか

った上で設計委託業務の発注もされてあるだろうと思うんですよ。それがね、いま言うように、

でき上がったものはまだ発注はとめて幸袋だけを急ぐという、今年度の当初事業計画を立てら

れたときから、そういうふうな計画は立ててあったろうと思うんですよね。それが途中で、何

でこんなふうに変わってくるんですか。それであるならば、幸袋をもっと早く発注すればよか

ったんでしょう。幸袋よりも先に平恒を、設計委託業務発注されたんじゃないんですかね。そ

のあたりはどうですか。 

○副市長 

 事務的な発注時期はどれが先でどれが後ということを、正直私も細かいところまでは承知し

ておりませんが、現在全体を、もともと年度当初から事業が大変多かったもんですから、契約

課と各建設部については、それぞれ発注時期をですね、もちろん上下水道局を含めて、いろん

な発注の件数はできるだけならしていくと、あるいは業者さんを確保するために、こういう発

注時期がいいだろうというのは、たぶん再三打ち合わせをやっていたと思います。それで今年

度、この時期になりまして、いろいろ設計がいつ発注していつ上がったという細かい事務は、

私は把握しておりませんが、先ほど申しましたように、今後残った事業についても開校あるい

は開園の時期をずらさない範囲で、業者さんの数をどういうふうに確保してどういうふうに公

共性・公平性を保っていくかということを判断した場合に、発注の順番を考えて、たまたま幸

袋の場合はいろんな諸条件がありましたので、できるだけ早く決まった分から上げていこうと

いうことで決定したものでございます。 

○坂平委員 

 そのあたりがね、早い話が建築課の方、技術屋さんもおるわけですから、だから事業計画を

立てて、大体このくらいの規模だということになれば、だいたい面積で按分すれば数字が出て

くるんですよね。年次事業計画を立てた段階で、じゃあどこを一番しなきゃいかんとかいうこ

とは計画を立てられて、あなた方は事業を、予算を組んであるんですか。それとも全く、とに

かくこういうふうな事業を、年間で平成２６年度にするんだということで、漠然とただ上げて、

計画性なしでその事業を推進していっているのか、そのあたりはどうですか。 
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○副市長 

 厳しいご指摘ですけども、予算を上げるときは、何度も、ちょっとこれ先ほどの繰り返しに

なりますが、できるだけその年度内に、いろんな、いわゆる投資的事業、ひとくくりで言えば

ですね、これがあんまり偏らないようにしとかないと、後々禍根を残すということで、できる

だけ平準化してくれというふうな指導はやっております。それと工事についても、先に業者さ

んの数とかそのでき上がりとか手持ちとか、そういうことを含めて予算化しているのかという

と、そこまでは考えておりませんが、ただ予算のつけ方といたしましては、３カ年計画あたり

で投資的経費はこの辺ぐらいでなべて、できるだけ平準化、平準化という形でやっていかない

と、将来負担に耐えないというのは、先ほど申しましたとおりでございますけど、ただ時期的

に、こういうものは法的にいつまでやりますとか、開校の時期はどうだということは、これに

ついては市民の皆様にきちっとお知らせした問題ですので、できるだけそれは計画に沿ってや

りたいということで、多尐のデコボコが出て、それが結果的に、今もともときちっと計画して

やっておくべきではないかという、たぶんご指摘だろうと思いますけども、そこは尐し見通し

の甘かった点がひょっとしたらあったのかなというふうには思っております。 

○坂平委員 

 いま副市長が答弁されましたけどね、見通しの甘いところがあったんじゃなかろうかと、見

通しが全く甘いんですよね、言われるとおりに。だから、私が先ほどから言いよるのは、基本

的に設計業務、これをまず一番に委託しますよね、事業計画を立てて。上がってくれば、この

順番に大体、本来であれば発注をしていくわけですよね、本来は。それが今までの事例じゃな

いですか。しかも消費税増税の問題、それと価格高騰の問題、こういったものがあって、今回

もその補正を組まれて上げているわけですよ。そういった観点から言っても、上がってきたも

のから早く出す、もしくは下がる時期を必要性がないと思われるんであれば、下がる時期を待

って出すとかいうことであればわかりますよ。ところが、いま言われるのは、まったく、とに

かく幸袋ありきで、いま考えられてあるように聞こえるわけです。だから、平恒が先に実際は

設計委託業務、これは上がってきていると思いますよ。だから建築課のほうも、上がってきた

資料に基づいて内容のチェック、それも建築課長されてあるんじゃないですか。課長、設計業

務委託されて資料が上がってきますよね、積算表が。これは上がってきたものからチェックを

してますよね。チェックが複合して上がってきても、先に上がってきたものからチェックをし

てあるんじゃないですか。そのあたりはどうですか。 

○建築課長 

 委託期間が定められておりますので、上がり次第でチェックをやっております。 

○坂平委員 

 じゃあ、先ほどから私が言いますように、どこが一番に上がってきたんですか。徳前・菰田

保育所ですか。先ほどあなたが言ったのはね、平恒、幸袋、徳前と菰田ですか、これを言われ

たんですね、順番、これで間違いないですか、設計委託業務が上がってきたのが。 

○建築課長 

 そのとおりでございます。 

○坂平委員 

 じゃあ、当然平恒から出すべきでしょう、当然に。そうじゃないんですか。 

○副市長 

 確かにですね、今ご指摘のように、事業そのものが尐ないときは上がってきたものから順番

に行こうかということはあったと思います。ただ、先ほど来、ご指摘があるように、本年度は

非常に発注事業が多いじゃないか。また一方、その発注事業が多いということは、ほかの議員

さんも等しく承知してあるもんですから、総務委員会にも今年は多いぞと、きちっと、その発

注の業者さんの数を確保しながら、執行部として責任ある発注の仕方をしなさいというご指摘
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も受けております。これはまたそれは当然だろうと、私は思っております。ですから、設計が

早く上がって、いつでも発注できるような状態にはしますけど、それをもともと年度も押し詰

まってまいったもんですから、残りの事業、あるいは業者さんの数等を勘案しながら、いつ発

注するか。ただ約束した、行政が約束した開園とか開校の時期は遅らせるわけにはいくまいと

いうふうには、当然これは責任あることですから考えております。そういうことを勘案して、

どういう順番でしようということは、執行部として責任持って決めていかないと、というふう

には考えております。 

○坂平委員 

 いま副市長が答弁される分については、執行権の範疇ですからね、これ以上私も中には入り

ませんけど。 

では、次にですね、幸袋中学校、これ先ほども古本委員のほうから質問があっていましたが、

これ平成２３年、市民文教委員会に在籍していたときにですね、この問題、頴田小中一貫校、

このことで質疑が多々あったと思います。そのときにも地元業者に、地場業者育成という観点

から、なぜ地場に出せなかったのかということで質疑もされましたし、私も個別に質問をお聞

きしたことがあります。そのときには、答弁が、段差があってＰＣ工法を使わなきゃいけない

から、大手ゼネコンでないと地場業者では施工が不可能だというような説明がありました。し

かし、そのときにも菰田市営住宅、ここも段差があって地場業者で施工をやっているわけです

けど、そのときにはそのあたりを尐しご忠告をさせていただいた程度で、実際には地場業者で

もできましたねというお話がありました。それで、そのときに次回からは小中一貫校、平恒、

幸袋、鎮西、この分がまだ３物件残っていますよねと。これについては、あくまでも頴田小中

一貫校についてはもう発注後でしたので、それ以上質問はしませんでしたが、残りの３校につ

いては、地場業者育成という観点から地元業者で当然発注をしていただけるようにお願いをし

ておりました。そのときには市長、あなたにも私がお話をしたことがあると思います。副市長

にもあると思います。そのあたりは当然地場業者育成という観点から、地元に発注するのは当

然のことだと。ただ今回の場合は、平恒はあなた方が、これは恐らく設計委託は公募じゃなか

ったでしょう。公募やったですか。どちらだったですか、平恒。 

○契約課長 

 穂波の設計につきましては、指名競争入札でございます。 

○坂平委員 

 じゃあ、幸袋については、設計についてどういうふうな発注の形態をとられました。 

○契約課長 

 プロポーザル方式により業者を決定いたしております。 

○坂平委員 

 鎮西はどんなふうになりましたか。 

○契約課長 

 鎮西地区は指名競争入札でございます。 

○坂平委員 

 じゃあ、また１つ質問がふえましたけどね、何で幸袋だけプロポーザル方式ということにな

ったわけですか。そのあたりをご説明いただけませんか。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １１：２８ 

再 開 １１：３０ 

委員会を再開いたします。 

○副市長 
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 教育委員会のほうから、この物件、物件という言い方はあれですけど、幸袋については土地

の形状、それからまた狭い所で学校に挟まれて授業しながらやるという特殊な、他の所は例え

ば別な所に造成してポンと建てるとかいうことですので、であれば、ぜひこの幸袋については

プロポーザル方式でやりたいということでしたので、それについては私もそれはそれでいいん

じゃないかというふうに、たしか返答したというふうな記憶はございます。 

○坂平委員 

 であれば、あなた方もそういう発注形態については承諾されたんですね。いま幸袋の件につ

いて、その土地の形状が非常に狭いで、先ほどから副市長が言われるように口の字型で周囲を

囲った中の建物だと、非常に難しい建物だということで先ほどから説明されていましたが、平

恒のほうがもっと、まあそれぞれの考え方はあるかもしれませんけどね、私が見る中では、平

恒のほうがもっと困難な事業箇所だと思うんですよ。敷地の段差云々がないにしても、平坦地

でもね。旧校舎を改装したり、いろいろな形の中で、連携をとって造らなきゃいかん部分が多々

あると思うんですよ。先ほども質問があっていましたけど、平恒はエキスパンションジョイン

ト、これがたまたま３つに切ってあったのか、執行部が指名競争入札要綱の中にこういった形

状でということは指導されたんですか、されてないんですか。エキスパンションジョイントで

切ってくださいということで、指名競争入札要綱の中に入れてありましたか、どっちですか。 

○建築課長 

 それは要綱には入れておりませんし、エキスパンションジョイントを設けなさいということ

も入れてはおりません。 

○坂平委員 

 じゃあ、今度エキスパンションジョイントを入れて、設計事務所は勝手に入れてきたという

ことでいいんですね。 

○建築課長 

 そのとおりでございます。 

○坂平委員 

 じゃあ、あなた方は頴田小中一貫校のときにね、あれだけ強く地場業者育成ということをね、

強く指摘をされて、今後はそういうことを十分勘案しながら行政を進めていきたいというふう

に思っていますということで、はっきり答弁されていますよね。そういう観点は全く、この日

が終わったらもう明日は関係ないというような行政のやり方ですか。先ほども、委員の方が質

問された、同じことなんですよ。これは市民文教で、平成２３年度にですね、しっかりと言わ

れてあるんですよ。副市長、あなた覚えてありますよね。そういうことを全く反映されてない

じゃないですか。平恒もしかり幸袋もしかり。今度は、鎮西はどんなふうになっています。 

○建築課長 

 鎮西は、いま現在、設計中でございます。 

○坂平委員 

 いや、だから質問しよるじゃないですか。鎮西についてはそういう要綱に入れて指導してい

るんですか、していないんですか。 

○建築課長 

 要綱は入れておりません。 

○坂平委員 

 入れてなければどうするんですか。それを指導するんですか、指導しないんですか。まず、

そのあたりから聞かせてください。 

○建築課長 

 構造的に必要な所は入れるように、ということでは話しておりますけど。 

○坂平委員 
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 じゃあ、副市長にお尋ねします。そういった指摘がね、平成２３年度にあったわけですよ。

その後、平恒、幸袋については、あなた方は今後はそういうふうに指導しますといったことに

ついて、これはもう設計が上がってきていますね。鎮西については、今からでも指導をされる

んですか。 

○副市長 

 平成２３年にですね、できるだけ地元企業育成ということで私が答弁した記憶はございます。

ただ結果として、結果としてですね、幸袋についてはこういう形状になりましたので、鎮西に

ついてはちょっとその設計の中身をですね、担当のほうに言って、できるだけ地元発注ができ

るような方向で設計するようにということはですね、今からだったら間に合うかなというふう

には思っております。 

○坂平委員 

 いま、副市長が答弁されましたけど、建築課長、今の段階であればまだ間に合うんですか。

そういう指導をすれば。 

○建築課長 

 その方向で検討は可能だと思います。 

○坂平委員 

 いま副市長ね、建築課長のほうが今の段階であれば、指導をすれば間に合うということです

ので、ぜひその分は鎮西については地場業者育成という観点で、地元業者でできる範囲内で発

注ができる分け方ができるような形で設計業務を、成果品をやっていただけるように指導して

ください。お願いしときます。いいですか。副市長、ちょっと答弁お願いします。 

○副市長 

 ちょっと技術的なことはわかりませんが、いま言われた趣旨に沿ってですね、考えていきた

いというふうに思っております。 

○坂平委員 

 いや、あなたね、考えておきますというか、以前はっきり返事されてあるんですよ。敷地が

広ければ、平坦地であれば、何工区でも分けることは可能ですと。そういった立地条件が揃え

ば、地元業者で十分できるような形のものに分けて発注をできるような設計をしていただくよ

うにしますと言って、そこまで言ってるんですよ、あなた。 

○副市長 

 具体的にどういう答え方をしたか、私もいま２～３年前の話なんで記憶しておりませんが、

鎮西あたりは確かに平坦な所ですから、ただ、あそこにまた頴田と同じように公民館とかいろ

んな付随の建物がひっついてまいります。ただ、それをある程度きちっと地元業者の方に施工

していただけるような分け方になれば、当然私もそれが望ましいと思うし、そういうふうなこ

とで指導をしていきたいというふうに考えております。 

○坂平委員 

 何度も繰り返すようでありますけどね、地元業者に、地場業者を、幸袋についてね、先ほど

質問委員のほうからもありましたように、市外業者と地場業者のＪＶということでお話を聞い

ております。この中で、市外業者を入れなきゃいかん理由は何があるんですか。例えば、先ほ

どからあるようにね、エキスパンションジョイントを入れてないから工区を切れないと。以前

も私は、建築課長と教育課の建築の専門職の方とお話をさせていただきました。基本的にエキ

スパンションジョイントを入れなきゃ切れないということじゃないわけですよ。先ほどの質問

者と同じようにですね、じゃあ床面積１階、ワンフロアを１回で施工するときに、１回で施工

が全部終わりますかと、そうではないでしょうと。打ち継ぎが出てくるでしょうと。そういっ

た内容までお話ししました。しかし、それについては、今から設計はそういうふうな形の中で、

建物を切って発注を考えていないために、今から切って発注をするためには、時間と費用、ま
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た新たにその部分を見直さなきゃいかんということだけなんですよ。だから、その費用がどの

くらいかかるとかいうことまで、まだ出されていない。であるならば、地場業者を、この特例

債が終わればもうほとんど事業というのはなくなると思うんですよ。これだけね、大型事業が

出る中において、地場業者をね、やっぱり最優先して考えていくのがやっぱり行政でしょう。

そういう観点から再度そういうことまでね、じゃあ、費用と時間がかかる、時間もあなた方が

言うようにね、そんなにかかりませんよ、実際には。ちょっと聞いた範囲では、２カ月ほどか

かりますとか１カ月ほどかかりますと。もともと設計したところであるならば、資料は全部あ

るわけですから、２０日間もあれば分けることの数量の分散はできますよ。構造的にも何も難

しいところはないと思うんですよ。だから建築課の方がおられますんで、構造的に難しいとこ

ろは何と何があるか、分けられない理由はどこにあるのか、そこを説明してください。 

○建築課長 

 一体の構造物ですので、それを分割することによって品質管理であるとか施工管理上のリス

クがふえるとかいうことでですね、分けるというのはちょっと考えておりません。それからコ

ンクリート、当然言われますように、打ち継ぎが必ず発生はいたしますが、打ち継ぎするとこ

ろでですね、分割するというようなことは、一般的に考えては、設計上では考えてはいないと

いうことでございます。 

○坂平委員 

 言うようにね、打ち継ぎのところでは考えていない、品質管理の問題、だから品質管理のど

こに問題があるわけですか。ただ漠然と、品質管理上問題がありますとか施工上問題がありま

す、それじゃわからんでしょう。品質管理のどこに問題があるわけですか。打ち継ぎのところ

を。１業者がしても、コンクリートは打ち継ぎをしなきゃいかんわけですね。１回で、１日で

全部打てる数量じゃないんですよ、数量的に。１回で、１日で打とうと思えば、何社かのプラ

ント工場から生コンを持ってこなきゃ施工できないんですよ。１工場じゃあそれだけの練る量

が、１日の練る量が決まっているわけですよ。だから、そういう面からいうと、打ち継ぎがあ

るんだから、打ち継ぎで切れば打ち継ぎは可能なんですよ。どっちみち１社でしても打ち継ぎ

をして施工するんですよ。だから、どこに品質の問題があるわけですか、品質管理の問題。 

○建築課長 

 コンクリートを躯体だけではなくてですね、もちろんいろんな内装とか、鉄筋工事とかいろ

んな工事を分けることによって、取り合い部分が出てまいります。建物自体は１つの建物です

し、やっぱり品質は同じような統一したものでなければならないというふうに、我々も考えて

おります。例えば、２者以上の施工業者が入った場合に、コンクリートの打ち継ぎをどうする

のかとか内装のつなぎをどうするのかとか、そういったことでそれぞれ施工業者の考え方、工

法等によってですね、やっぱりちょっとした遅れが出てきたりとかいうことで、非常にその建

物自体に影響を及ぼすということからですね、やっぱりリスクは減らすべきではないかという

ふうに考えておるところでございます。 

○坂平委員 

 いま言われるように、内装の打ち継ぎ、継ぎ目とか、いろいろ。じゃあ、それだけのね、こ

れ概算二十亓、六億円の事業でしょう、校舎等については。この分について、例えば１者でし

ても、中に入る施工業者、これはいろんな人間が入るわけですよ。１人の人間で全部するわけ

ではないんですよ。だから品質管理はね、管理監督をする、そのために設計監理委託業務を出

すわけでしょう、じゃないんですか。品質管理をするために設計業務委託を出すわけでしょう、

じゃないんですか。じゃあ、いま言われるように、一括して１本で出せば、品質管理の向上、

そういったもののリスクは減ってきますということであれば、設計委託業務もむだな費用でし

ょう。それだけ１者ですれば、品質管理のリスクが減ってくるんであれば、じゃないですか、

逆の発想で言うなら。だから明確に、もう尐し明確に、構造的にできませんよとかいうものが
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ありますかと言っているわけですよ。構造的に、建物自体をね、切って施工すると、例えばＡ

パート、Ｂパート、Ｃパート、Ｄパートというように４つに切ればそうなる、３つに切ればＡ、

Ｂ、Ｃになる。２つに切ればＡ、Ｂになる。十分コの字になるわけですから。つなぎはどこか、

連携する所は２カ所ですよね、２本に切れば。だから、それに対して構造的に問題があります

かということをお尋ねしようわけですよ。 

○建築課長 

 １業者がした場合はですね、例えば１業者の監督員の指導のもとに統一した指示が行き渡る

んですけれども、やっぱりそれぞれ請け負われると、それぞれの指揮監督のもとで、その会社

の考え方とか体制とかで行われる場合に、やっぱりどうしても責任分界点においてですね、や

っぱりトラブルが発生したりとかいうことも考えられます。また、品質の管理についてはです

ね、やはり建物を請け負って工事を完了させる側のやっぱりもちろん責任もありますし、当然

工事監理者としてもですね、それが設計書どおりになっているかというのを確認する義務もご

ざいます。それは当然、工事運営していく中では、工事監理者、それから施工者等のですね、

協議調整は必要かと思うんですけれども、やっぱり１業者による統括した管理がなされること

によってですね、品質は良好なものが得られるというふうに考えております。 

○坂平委員 

 いや、課長ね、何度お話ししてもね、説明になっていないわけですよ。だから分割すること

で、品質的に何か問題が生じますかと、これというものはありますか、分割できないという。

例えば、コンクリの打ち継ぎ目がいかんとか、あるのは鉄筋のつなぎ方だけの問題でしょうが。

これも、いま技術的には何の問題も支障も出てこんわけでしょうが。ただ言うように、今から

すれば、積算の見直し、数量の振り分けがありますんで、都合のいいことに、ここの場合は箱

型で、コの字になっていますんでね、どこで切るかで２分割はできる、私も図面を見させてい

ただきましたけどね。中の細かいところまでは見ていませんけど、そういったところはね、そ

んなにかからんと思いますよ、今までの経験上から言っても。だから、それで問題がどこにあ

るかと、私が言いようわけです。地場業者を使わないで、市外業者を持ってきてしなきゃいか

んという理由だてはどこにあるんですか。 

○建築課長 

 必ずしも、その分けた所が悪くなるとか、そういうことは確かにわかりません。ただリスク

は減らすべきであるということでですね、考えておりますし、今まで飯塚市でこういう建築物

でですね、１つの構造が一体的になったやつを私分けた経験もございませんし、福岡県あたり

に聞きましても、一体的構造物を分けた例はちょっと最近はないですねと、過去にもちょっと

わからないというようなことでしたんで、一般的にやっぱり１つの建物を分けてリスクを負う

ということはやっぱり品質管理の上では考えられないというふうに思っております。 

○坂平委員 

 事例はないということで、先ほど古本委員のほうからもありましたけどね、分けて出した事

例は、場所と物件名まで出されて説明されたじゃないですか。それと、市外業者をね、入れな

くても、地場業者だけのＪＶで、これはできない理由はどこにあるんですか。 

○建築課長 

 今回のですね、校舎棟は１万平米を超える大規模な建築物になります。大規模になってきま

すと、やっぱり資材の調達、労務の調達、特に昨今では技術者の調達に非常に苦慮しているよ

うな状況をちょっと耳にもいたしますし、総合図を作成したり施工図を作成したりしてですね、

施工計画を立てることにはなるんですけれども、大規模なやっぱり建築物になるほど、やっぱ

り配慮しなければならないところがいろいろありますので、どうしてもやっぱり我々としても

やっぱり実績を重視したいということで、市外でなければ絶対だめだということじゃございま

せんで、やっぱりその規模ぐらいのですね、実績はやっぱり必要ではないかというふうに考え
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ておるところです。 

○坂平委員 

 じゃあ、いま現在市内業者、ＳⅠ業者が１０者、Ⅰ等級が１１者おるわけですが、こういう

方々で施工は能力的に不足というふうに判断されてあるわけですか。 

○建築課長 

 不足ということではなくてですね、やっぱりそのクラスの、１万平米以上のですね、やっぱ

り実績を持ったところに入ってほしいというのはありますけれども、不足とかいうことでは考

えておりません。 

○坂平委員 

 いや、だから実績というのはね、基本的にさせていかなきゃ、育成という観点からいっても

実績ができてこんわけでしょうが。せっかくこの飯塚に本社を置いている企業さん、この方々

がその外部に行って実績をつくってこられるかというと、なかなか難しいことだと思いますよ。

この飯塚で発注される物件で、そういった実績ができれば、また外部にも発信できますしね。

そういったこともね、やっぱり十分に考えてほしいと思いますよ。そして、いま言われる１万

平米の実績、これを例えば１者に１万平米以上の実績ということで考えるか、これは考え方で

しょうが。それぞれ４者なら４者、地元ＳⅠ業者がＪＶを組んで、それぞれがトータルすれば

１万平米を満たしますよと、これＪＶというのは１つの企業ですからね。企業体をつくるわけ

ですから、別会社をつくるわけですから。だから、そういったみなし方も考える形もできるわ

けですよ。そういったことは考えたことありますか。 

○建築課長 

 その辺については考えたことはございませんし、発注についてはまあうちのほうがちょっと

答えるところではないのかなというふうには思っておりますけど。 

○坂平委員 

 じゃあ、どこが答えるんですか。どなたか答えていただけませんか。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １１：５６ 

再 開 １３：１３ 

委員会を再開いたします。 

○建築課長 

 先ほどの質問でございますけれども、１万平米ということを私も申し上げましたが、じゃあ、

それをいくつも業者を分けて１万平米になればいいんじゃないかというような、ご質問があっ

たかと思いますけれども、それにつきましてはですね、やはり複数の業者ももちろん集めてベ

ンチャーを築くことにはなるんですけれども、やっぱり大規模な建築物になりますので、やっ

ぱり１万平米程度のですね、施工実績のあるところじゃないとですね、やっぱり引っ張ってい

けない、統括していけないというふうに考えております。以上でございます。 

○坂平委員 

 じゃあ、質問の角度を変えてお尋ねします。では、平恒については地元業者ということで発

注計画を立てられてあるということで、これは地場業者ということで非常にいいことですが、

今の答弁からいいますと、平恒の工区割をされてある床面積の平米数、これはそれぞれどのく

らいになっていますか。 

○建築課長 

 質問の件でございますが、管理棟、それから教室棟が２棟、それから給食調理棟がございま

して、管理棟が約３,７００平米、それからですね、教室棟が２つありまして、１つが２,７０

０、それから教室棟のＢというのがあるんですけれど、Ｂとそれから調理棟、給食調理棟を合
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わせますと４千平米程度でございます。以上でございます。 

○坂平委員 

 いま、ご答弁いただきましたけどね、ちょっと説明が理解しにくいんですが、平恒は３工区

に分けてあるんでしょう。先ほどの質問の中で、エキスパンションジョイントが３つに切って

あるから３工区に分けてあるというふうに、私解釈したんですが、それでいいですね。３工区

に分けてある分の、それぞれの工区別に床面積を教えていただけますか。 

○建築課長 

 先ほど申しました平米数がですね、３工区に分けた面積でございまして、もう一度繰り返し

ます。まず１つがですね、管理棟ですけれども、これが約３,７００、それからですね、教室棟

Ａ、これが約２,７００、それからもう１つ工区がですね、教室棟Ｂと調理棟を合わせまして、

約４千平米でございます。以上でございます。 

○坂平委員 

 この飯塚市のＳⅠですか、建築の、１０者おりますよね。地場業者だけで、これは発注され

るというようなことですので、この方々は学校について過去の実績、これは３７００平米、２

７００平米、４千平米、これはそれぞれ実績はあるんですか。 

○建築課長 

 わかりません。 

○坂平委員 

 あなた方が説明しているのは、先ほど幸袋については１万平米という床面積を要してあるん

で、それなりの実績のある業者じゃないとだめだというような説明だと思います。だから私が

お聞きしているのは、じゃあ平恒は地場業者育成という観点から、たまたま指導のもとに設計

の段階でエキスパントジョイントを入れて図面を書いてくれというような指示はなかったんで

すが、たまたまそういうふうな図面ができ上がったということで、３工区に分けられてあると

思います。いま床面積を聞くと、こういう面積だと。で、地元に出すと。そこあたりの整合性

はどこにあるんですか。実績がないとだめだと。品質管理、施工管理、安全管理、これ平恒も

同じように、学校がそのまま生徒さんが授業を受けながら建築物も建てていくと思うんですよ

ね。だから、同じような条件だと思うんですよ。それも調べずに、片や幸袋については１万平

米、床面積が広いから、それだけ地場業者で施工能力はないだろうと、実績はないだろうとい

うふうに初めから決めつけられてある。そこのあたりはね、まったく整合性がない、説明の中

に。それはきちっと調べて回答をいただきたいと思います。 

○副市長 

 建築課のほうは品質管理とか面積のことを言っておりますが、もちろん面積が大きいこと、

あるいは事業費の大きさ、それから建物の形状、何度も繰り返しになりますが、あそこの土地

が非常に狭隘で階段状になっている。その中で、小学校と中学校を挟んだ間の中に口の字型の

一体となった形状のやつをする。そして下のほうには、将来これを終わらせておかないと、問

題になってきます認定こども園の民間移譲の問題、それから目尾小学校が動いたあとの目尾振

興計画に対するあとの、跡地の地元と約束したことの果たす割合等々をですね、総合的に勘案

いたしまして、ＪＶを組んで市外の大手の方を１者を入れて、あとは地元の方の地場企業でこ

の事業をやってもらおうというのをですね、行政のほうで内部でいろいろ種々検討した結果、

そういう方針で臨もうということを決定いたしましたので、そういうところでですね、質問委

員さんの言われるところについては、十分どういうように思ってあるかということはわかりま

すけれども、一つそういうことでいま、ご理解をお願いできればというふうに思っております。 

それともう一点、どうしてプロポーザルでやったかということに際しまして、プロポーザル

でやった、そのやるという結果につきましては、昨年の３月議会で附属機関の設置ということ

で、このプロポーザルに関して外部委員さんを入れますので、当然議案として附属機関の設置
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という改正条例をして議決をいただいております。そして、当時の市民文教委員会の中で、何

でプロポーザルをしないといけないのかという同じようなご質問をいただいております。その

中でここに会議録があるんですけども、ちょっと読ませていただきますと、「現幸袋小中学校敷

が東西に長く、階段状になっており、さらにその段差が高いということでございまして、施設

レイアウトに高度な技術力を要し、さらに周辺道路が狭く、工事方法や完成後の敷地内動線の

とり方に工夫が必要とされると予想されることから、主に工事の内容につきましての検討を行

い、複数の設計方針の提出案を受けた中で、優れた設計者を選定しようとするものでございま

す」と、これは市民文教委員会の中での当時の学校施設推進室主幹の答弁でございますけども、

一応こういうことでプロポーザルをやりますということで、附属機関の設置について本会議で

議決をいただいているという経過があるということだけ、いまちょっとお答えをさせていただ

きたいと思っております。 

○坂平委員 

 いま、副市長のほうからね、先ほど平恒、幸袋、鎮西、この３つの入札方式、これが設計業

務に対して、幸袋だけがプロポーザル方式だと、それの件については、どういうことでプロポ

ーザルになったんですかということで先ほど聞いたときには、教育委員会からそういうお話が

あったから、教育委員会のほうで決められたからそうしましたという答弁だったと思うんです

よ。だから、何でそのときそのときで答弁がね、また変わってくるかなと。いま市民文教委員

会の中では、そういうことで説明をきちんとしましたというような、今ご答弁ですよね。だか

らもう尐しね、質問者に対して、もう尐し詳しくやっぱりせんと、全く自分のほうでは責任は

ありませんよと言わんばかりにね、よそに、よその所管にね、振って話を、説明をすること自

体がね、いかがなもんかなというふうに私はいま感じました。あなたがなぜね、そのことをい

ま市民文教委員会でね、あったことをいま説明するかというと、先ほど昼休みに、私は委員長

のほうに、じゃあ先ほどの答弁は今ここに経済建設委員会におられる方々の中では、その答弁

がなされていないから、じゃあ、教育委員会のほうに申し出をしてくれと、ここに呼んでくだ

さいということを要求したから、あなたがいまそれを説明しよる。であるならば、最初からそ

の説明をすればいいことでしょう。そのあたりどう思われますか。 

○副市長 

 先ほど私が答弁したときには、若干人間の記憶だから、あいまいだから、間違いがあっては

いけないけども、教育委員会から、先ほどこれ読みましたけども、何ぼかの理由があるから、

プロポーザルをしたいという相談を受けたから、それはいいじゃないかというふうなことで、

私は答えたというふうに、先ほど来、私は答弁したと思います。はっきりとこういう委員会で

の記録がありましたので、念のためにご案内したということでございます。別に私は、責任転

嫁するとかそういうことではなくて、相談があったということは前も教育委員会のほうから私

にプロポーザルで行きたいという話があったのはですね、これは否定するものではないし、私

はそう答えたと思うんですけども、改めてここで、だからプロポーザルについては、恐らく議

決があっていますので、議員の皆様方もある程度承知のことかと、逆に言えばですね、そうい

うな理解もするんですけど、そういうことでご理解いただければと。私は決して責任転嫁をす

るというような気持ちはございません。 

○坂平委員 

 それであるならば、例えば、いまプロポーザル方式で幸袋を設計したということについては、

最終的には決裁は出されてあるんでしょう。であるならば、あなたは基本的に市民文教委員会

には当然出席されておられたわけですから、記憶がはっきりしないんであれば、会議録がある

んですから、それを見た上で答えますとか、いう答弁でほしかったですね。そうせんと、そこ

で誤解を招くと思います。 

であるならば、じゃあですね、幸袋については、例えばいま執行部、執行権の範疇で発注方
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法、これについては私どもは介入できません。それは心得た上で質問します。床面積が１万平

米を越えるからという答えがありました。平恒については４千平米、一番大きいのが。これが

地元業者で実績があるかないか、これはわかりませんという答えであります。じゃあ、この床

面積が４千平米、実績がなかったら、これも大手に、市外業者に出すんですか。そのあたりご

答弁をお願いします。 

○副市長 

 先ほどいろいろ指摘があってですね、できるだけ地元業者育成という観点から、今後につい

ては発注を考えていこうという答弁を差し上げました。そして、その面積云々、それから契約

課長も言いましたように、例えば、そのＪＶを組んで市外の大手に発注する基準はあるのかと

いう問いに対して、明確な基準はございませんという答弁も差し上げております。そういう中

で、例えば面積がかなり広いとか、工事の金額が相当一定の金額以上あるとか、建物の形状と

か、いろいろその他の附帯条件をいろいろ考えて、そのときにまた判断することになると思い

ますけども、現在のところはですね、平恒については一定の地元業者のほうに発注しようとい

うところの計画で進んでおるというところでございます。ですから、あとはその学校の実績が

あるかないかは別にして、建物の工事金額とか面積とか、それだけの能力がというのは、その

ときにまた具体的に判定しますが、今のところは地元業者の方にお願いしようという計画でご

ざいます。 

○坂平委員 

 いや、だから、平恒のことだけじゃなくね、幸袋、根底には幸袋があるわけですよ。幸袋が

なぜ市外業者を入れてするのかと。質問すれば、１万平米床面積がありますと。そういった実

績のあるところはないじゃなかろうかというご答弁でしたからね。それで、じゃあ平恒はどう

なっているかということで聞いていきようわけです。だから、幸袋については基本的に市外業

者じゃないとできないという根拠はどこにあるかということを聞いたら、１万平米床面積があ

りますという答弁ですからね。じゃあ、先ほども私言いましたように、じゃあ市内業者がそれ

だけの数を集めて、１つの共同企業体、１つの企業というみなし方ですれば、それがクリアで

きるんではなかろうかと。あくまでも地場業者に仕事をやってもらうんだという観点から、私

が質問しているわけです。だから、そのあたりをね、いま言う図面の形状とか、いろんなこと

を言われていますよね。そうすると、また原点に戻るわけです。頴田の小中一貫校の後、今後

どうするかというお話をしたときに、今後は地場業者を優先して、とにかく地元ができるよう

な形のもので考えていきますというお話をいただいとったんですよ。ところが、それが全くそ

ういう形ではない。特殊な工法を使って施工するとかいうことなら別ですよ。一般建築物でし

ょう。それにもって、設計業務を委託する段階から、そういうふうな市の考え方と、行政の考

え方として、地元業者でできるような形のもので区分を分けて、できるように設計を組んでく

れんかと言ってお願いをしておけば、こういう問題は発生せんやったわけですよ。そして、し

かも建築課のほうに聞くと、打ち継ぎは当然出てくるからそこで切るのは可能ですと。そして、

今からもう図面も全部発注する直前まで来ているんで、今からそれを新たにすれば、費用がか

かる。それを新たに仕分けするのに費用がかかる、そして時間がかかりますと。以前聞いたと

きには２カ月ほどかかりますというご答弁ありました。でも実際には、先ほども言いましたけ

どね、設計をされたところに実際に短時間でやってもらえば、あくまでもこれは私の個人的な、

主観的な考えですよ。２０日もあれば十分できるんじゃなかろうかと、私の経験上ですね、い

うふうに私は思っております。建築課の方はどういうふうに思われてあるかわかりませんけど、

じゃあ、そこまで設計事務所に設計委託をしたところに確認をしましたかということをお尋ね

したいですね。建築課の方はそこまで確認されました。 

○建築課長 

 確認はしておりません。 
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○坂平委員 

 建築課の方は確認されていないということですので、これは開校日がもう決定しているんだ

ということで、先ほどから説明あってますよね。もしそういうことが可能ならば、市長、副市

長が判断すれば、建築課のほうに設計事務所に確認してくれというようなね、確認を１回やっ

ていただけんですか。地元で発注できるような方法は、今からでどのくらい時間かかるんだと

いうぐらいのね、地場業者育成という観点からね、やっぱり前向きに努力をしていただきたい

と思います、今まで気がついてなかったのであれば。でもこれは平成２３年度に、あなた方は

それを地元業者でいけるような格好を、形を考えて進めていきたいということをはっきり言わ

れているんですよ。それをやっていないから、今また再度、私はそのことを質問しているんで

す。そのあたりどうですか、市長、副市長は。確認をもう一回やってみれと、そして開校日に

どうしても間に合わんということであるならばね、逆に、あなた方は頴田小中一貫校を造った

後に、そういうことで回答を私もいただいておりました。地場業者はね、当然こういう事業は、

地元業者でやってもらうのは当たり前の話と、できる範囲のことは前向きに進めていきたいと

いうようなお話を聞いておりました。でも、設計委託を出す段階において、まずその段階から

全くやってなかったわけでしょう。そういう意識がもう全くなかったんですよ、経過を見ると。

いま私が言っているのは、経過を見た段階で、今お話をさせていただきようわけですよ。だか

ら、そのあたりはどういうふうにお考えですか。 

○副市長 

 この幸袋小中一貫校についてはですね、結果から見ると、その辺の配慮が足りなかったのじ

ゃないかという点は甘んじて受けますけども、ただ私も市長もですね、常日ごろから地元業者

育成ということについては、原則これには地元に発注できるものはできるだけ可能な限り発注

していこうと。ただ、今回の小中一貫校については、プロポーザル方式で了解もらって、それ

を採択された案に、技術的なことは別にして、建物の形状として口型の一体型となったやつ、

これを分けるということは、教育委員会か建築課かはちょっと忘れましたが、県のほうに聞い

ても、これを分けるのはちょっと不自然ですねと、コンサルも分けるのはちょっとおかしいだ

ろうと。それから、同じこと繰り返しになりますが、短い施工期間の狭い階段式の形状の中で、

きちっと児童生徒の安全を確保しながら、短い工期の中でやっていくには、そういう方式がい

いだろう。それと先ほど言いましたように、下のほうには認定こども園の関係、これは附属し

た問題ですけども、あるいは目尾振興計画の目尾小学校の跡地の引っ越したあとの開発の問題

等々がありますので、今回のこの幸袋については、地元企業育成ということについては我々常

に頭の根底にありますけども、これについてはそういうことで一つ、この幸袋小中一貫校につ

いては市外のゼネコンを入れたＪＶでいこうという決定をいたしましたので、一つそういうこ

とでご理解をお願いしたいということをですね、繰り返しになりますけども、そういうことで

ご了解をいただければというふうに思っております。 

○坂平委員 

 そういったことで執行部の方がね、決定されたということであるならば、我々は執行権者で

はありませんので、その方向についてはこのくらいにしときましょう。 

ただ、あと言えるのは、今も副市長が言われたように、地場企業育成という観点をしっかり

持ってあるならば、では発注が市外業者、これ先ほど私が言いましたけど、二十亓、六億円、

校舎棟についてあると思います。これについて、市外業者、それと地元業者はどのくらい入れ

られる考えですか。 

○副市長 

 一応３者ＪＶということを、いま予定をいたしております。 

○坂平委員 

 以前ですね、平成２３年度に市長が答えられてある質問がですね、何名かの方から出たんで
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すが、このときは市外業者とのＪＶ構成は市外が５０％、市内が５０％ということで、過去に

わたってそういう比率で発注されてあると思うんですよ。そこまでお尋ねしていいかどうかわ

かりませんけど、そのあたりのお考えはどんなふうですか。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １３：３８ 

再 開 １４：１９ 

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

○坂平委員 

 先ほどから、長時間にかけていろいろと質問をさせていただきました。そして、いま執行部

のほうともですね、議論が続いている分については、幸袋の小中一貫校の建設工事について、

基本的に先ほどから言いますように、地場業者育成という観点において、あくまでも先ほども

質問しましたけど、再度設計事務所等々に分割発注ができるのかできないのか、そして時間的

に間に合うのか、間に合わないのか、そのあたりは質問の答弁がいまだに返ってきませんので、

そのあたりは後日調査をした結果をお答えいただきたいというふうに思っております。 

それと、先ほど休憩に落として、懇談会を開いた中において、懇談会の中でこの経済建設委

員会の中では答えはできないということについては、総務委員会のほうで答えを出すというご

答弁でありました。その中において、ある程度の私のほうの質問に対しての、私も理解できる

回答をいただきましたんで、その件についてもこれで質問を終わります。 

最後にですね、やっぱり行政は一貫性を持ってですね、やっぱり私どもが委員会でいろいろ

と質問する中において、やっぱり約束をしたこと等々についてはですね、計画性、そして発注

を、例えば設計なら設計、発注の段階でそういう約束ごと、地場業者育成という観点をですね、

常に頭の中心に置いて、今後の建設行政を進めていただきたいというふうに強く要望しておき

ます。 

○副市長 

 先ほど設計会社のほうに、その見直し、分割のあれが、再確認してくれということですけど

も、正直申し上げまして、発注時期あるいは開校時期を考えますと、そんなに日にちが正直言

ってないわけです。それでこの委員会、次回まで待てるかどうかというのがですね、非常に私

も懸念をしております。これは、早急に言われたことに対しては対応しますけども、仮にでき

なければ各委員さんにですね、担当のほうから回って了解をいただくということも、ご了解を

いただきたい、逆に言えばいただきたいなと。というのが、どう考えても土地の形状、それか

らいろんなことを考えますと、工期が１４か月は多分最低でもいるんだろうというふうな懸念

もしておりますので、一つその点だけはですね、申しわけありませんが、従来どおりでよろし

くお願いしますということもあるかもわかりませんし、分割ということもあるかも。ただ、非

常に日にちが、何でもっと早くしなかったかという当然お叱りも受けるかもわかりませんが、

この期に及んでそれを言ってもやむを得ませんけど、そういうことで一つ、もし委員会を開催

する暇がなければですね、早急に各委員さんにご了解をとって回ると、正副委員長に相談して、

そういうこともあろうかと思いますが、一つその点だけご了解をよろしくお願いいたします。 

○坂平委員 

 副市長ね、あなたがまたそういう答弁をされるとね、また同じことの繰り返しを言わなきゃ

いかんわけですよ。だから、いま私が質問したことに対して一応調べていただいて、委員会を

開催していただければいいじゃないですか。日程調整はしていただければいいことだから。だ

から、あなたが調べてみて、次の委員会で報告をするときには、もう既に終わっているかもし

れませんとかいう答弁ならね、ここで延々と今から協議しましょう。私もそこでね、一たんこ

れが長時間にわたって委員会が続くから、そういう言い方で終わっとるわけですから、そうい
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う答弁の仕方はないと思いますよ。 

○副市長 

 今うちのほうで、この幸袋小中一貫校の発注の事務的なものをちょっと日程を確認したんで

すけども、日にちがあまりないということが正直なところです。それで、いま質問者から言わ

れたこともやって、これもう先のことですからわかりません。ただ議案の上げ方がちょっと別

な形でまた議会にご相談する場面もあるかわかりませんが、いま言いましたように一度要望が

ありました設計者のほうにですね、そういうことで費用とか日程とかいろんなことを一たん確

認して、それで近々のうちに、また委員会の開催もですね、正副委員長に相談をさせていただ

きたいというふうに思っております。 

○委員長 

 他に質疑はありませんか。 

○古本委員 

 分割できるかどうか、ですよね、いま質問があったのは。これを設計者にいま聞くと言われ

たんですが、聞いてあるからこういうふうにしようとじゃないんですか。どうなんですか。で

きるとですか、そういう分割とか、今。それといいですか。あなた方は、その設計者にお尋ね

しますよね、おそらくできんと言いますよ。だから、それはそれとして聞いてください。直接、

行政とは関係ありませんが、そういう外部の人に、議会も聞かなきゃおかしいですよ、できる

かできないか。片方だけ聞いても、片面だけやったって、こういう答えは出ないと。先ほどか

ら私が質問させていただいた中では、できないと言われたでしょう。できないのができると、

いま言うんですか、それとも設計コンサルがですよ、行政の下で仕事しているんですよ。その

辺をよく考えてください。 

○都市建設部長 

 すみません。例えば、先ほどの答弁の中で、スケジュールが、日にちがかかるとか、そうい

う部分でですね、じゃあ、それがどのくらいかかるのかというところで、できるできないとか

ではなくてですね、その部分のスケジュールをしたときに、先ほど坂平委員のほうから質問の

中で、切ったような形の継ぎ手とか、その部分のいろんな工法がたぶん図面とかも修正とかが

当然入ってまいります、積算上の設計書もですね。そういう部分の作業として、それがどのく

らいかかるのかというところでございますので、そういうところの確認を再度するということ

でございますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

○古本委員 

 言われることはわかります。ただね、今スケジュールの中でそれがどのぐらいかかるかとか、

かからんとかいうのは、できる過程の中でかかるか、かからんかでしょう。できんのに、それ

時間がどのくらいかかるとか、あるんですか。どうなんですか。 

○都市建設部長 

 確かに、いま委員質問のとおり、できる過程の中で、じゃあスケジュールはという話だろう

と思いますけども、先ほどのスケジュールを聞くか聞かないかという部分は、そういうそれが

どのくらいかかるのかというところでございましたので、その部分についてはできるところで

はありませんけども、いま我々が分割をですね、先ほどの答弁の中でしておりますので、その

中については、じゃあ設計を見直したときにどのくらいかかるかという部分だけをもってです

ね、それだけで今ちょっとスケジュール的にはというところでございますので、その分をコン

サルに聞くと。分割をあくまでもするという前提ではないということで・・・ 

（ 発言する者あり ） 

○坂平委員 

 話がね、何か難しくなっているんですよ。 

（ 発言する者あり ） 
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何か市長、何か言われたでしょう、今。難しく、私が言いようですか。 

（ 発言する者あり ） 

ああ、説明者がね、答弁者がね。 

基本的にはですね、例えば口型になった、箱型になった建物自体を分割で分けるという形を

とるときには、やってできないことはないわけですよ。建築課長、やってできないことはない

ですね。それは設計事務所にも聞かれてあると思います。そして、これをやることによって、

いま現在、積算資料が全部出てきている分、これをまた見直しをかけて分けなきゃいかん。そ

して継ぎ手の部分についての鉄筋の構造体、これを変えなきゃいかん。そこだけなんですよ。

だから、分けて出そうと思えば出せるんですよ。ただ、あなた方が言っているのは、開校日が

決まっているから、今さらそれをする時間帯がどうかと、間に合うか間に合わないかというこ

とが問題点で残っているだけです。だから、切って切れないことはないんですよ。どっちです

か。設計事務所に確認とられましたか。都市建設部長は建築やないから、わからんと思います

よ。建築課長のほうがわかると思います。ご回答ください。 

○建築課長 

 質問委員、言われるようにですね、理論的には確かに切れないことはないだろうと。しかし

ながら、先ほど日数がかかるとか費用がかかると申しましたのは、積算上の話でございまして、

じゃあ、実際どこで切るのかということで、かなり日数を要するんじゃなかろうかと。ただし、

先ほども、私答弁させていただきましたけれども、１つの建物をやはり分割するような発注は、

まずしないと。飯塚市でもちょっとしたことはございませんし、福岡県にお尋ねした中でも、

そういう発注の方法はしたことがないと。先ほども申した中で、工程の管理をする中において

ですね、やっぱり分けてやるといろんな問題が出てきます。それは先ほどおおまかな言い方を

しましたけども、品質の管理であるとか施工の管理であるとか、そういったところにいろんな

リスクをどうしても負ってしまうということで、私たちはやはり１つの一体的な構造のものに

はついてはですね、一元的な管理をしていく必要があるということから、分けることはできな

いというふうに先ほど回答させていただきました。 

○坂平委員 

 あなたね、先ほどから何回も繰り返しようわけよ。じゃあ、平恒も一体型でしょう。エキス

パンションジョイントが入っているということだけであって、一体なんですよ。先ほど、古本

議員も言われよったでしょうが。あなたの答弁自体がおかしいわけですよ。だから、一体型じ

ゃないんですか、平恒も。同じことの繰り返しになりますよ。説明がね、答弁がね、きちんと

した答弁が出てこないから、あなたに特別に質問しよるわけじゃない。建築課はあなたが課長

であって、あなたしかいないと思うんで、質問をさせていただきよりますけどね。だから、先

ほど私が言ったように、それが可能かどうか、日数的に可能かどうか、そこにいま論点が行っ

ているわけですよ、私の質問は。でも古本議員の質問は違うですよ。割れるんなら、割らんか

と、今からでも当然するべきじゃないかということで言われよる。そのあたりをよく精査して

答弁をやってください。 

○副市長 

 建築課長が言いますように、技術的には私はちょっとわかりませんけど、ひょっとしたら可

能かもわかりませんけども、ただ、もういかんせん、この時期でございますので、いま当初か

ら再三繰り返しになりますが、この幸袋小中一貫校についてはですね、ＪＶでということで、

行政でいろんな、いろんなことを繰り返し説明いたしましたが、そういう理由をもってですね、

ＪＶで発注させていただきたいということで、ご理解をお願いします。 

○坂平委員 

 ＪＶで発注します。まだ先ほど私が質問したこと、日数的に間に合うのか間に合わないのか、

費用的にどのくらいかかるのか。それは先ほどあなたが、答弁の中では一応確認をとって臨時



 28 

の経済建設委員会でも開いていただいて、その中で報告をさせていただきますという答弁やっ

たですよね。今の答弁であれば、ＪＶでもう頭からもう発注をさせていただきますということ

で言われよる。だから２つ答えがある。 

○副市長 

 先ほどですね、質問者の強い思いを持ってあるもんですから、そういうことも一瞬、申しわ

けございませんが、取り消させていただきたいというふうに思っております。正直申して再三

私が繰り返して申し述べておりますように、行政としては、この小中一貫校については早急に

発注しなければ、開校式等々の問題もございます。もちろん、それ以外のいろいろ、るる申し

述べてきましたけども、今回についてはですね、この小中、幸袋についてはＪＶで発注をさせ

ていただきたいということでご理解をお願いします。 

○坂平委員 

 あなたね、先ほどもお話ししたようにね、お話をした後にまた話がすぐ変わる。我々はどう

いうふうに聞いていけばいいんですか。答弁は１回されとって、何分もたたんうちに、その答

弁については取り消しさせていただきたいと。じゃあ、どういう話をすればいいんですか、こ

の委員会では。委員会で話す意味がないじゃないですか。委員会で話して、答弁いただく。先

ほど、あなたが自分で言われたんですよ。臨時委員会でも開いていただいて、その中で答えを

させていただきますと。言った矢先にまた同じことですよ。幸袋小中一貫校については市外業

者とＪＶで発注をさせていただきます。だから、その発注権については、我々は入れんわけで

すよ。そのことについてね、言いよるわけじゃない。地場業者育成という観点から、地元でで

きないのかと、できる方法はあるんじゃないですかということを聞きよるわけですよ。先ほど

は、一応それは調べますと、調べて報告しますという答弁だった。今度は、まったく１８０度

違う答弁をされよる。どっちが本当ですか。 

○副市長 

 先ほどの、ちょっと前言を撤回することになりますけども、私としてはですね、小中一貫、

幸袋小中一貫校については、行政としてはＪＶで発注して、早急にできれば、工期、あるいは

開校等も迫っておりますし、その他諸々については、再三何度も繰り返して説明しております

けども、ＪＶでですね、発注してやっていきたいと。ただ、可能かどうかということについて

のですね、調査だけ、ただそれができるとかできんとか、その日にちをするだけの、正直言っ

て物理的な余裕がもうあまりないというのはですね、だったらなぜ早くしないのかと、繰り返

しになりますが、なぜもっと早くしなかったかという問題が残るにしても、この小中一貫校の

発注に関しましては、一つそういうことでご理解をお願いしますということをですね、再度お

願いしたいというふうには思っております。 

○坂平委員 

 何度も繰り返すようですけどね、頴田小中一貫校が終わった後にもね、発注をかけた後に、

この話は３校残りますよと、これについてはどう考えてありますかというようなお話の中で、

あとの小中一貫校については地場業者ができるような形で進めていきたいということで、お話

があったんですよ。その中で、設計委託を出す段階では、そういうことは一切指示をしていな

い。そして今回、そういうふうなね、今度は時間がないから、先ほどの答弁と全く違うように。

今度は、市外業者と地場業者のＪＶで発注をさせていただきたいと。だから、一貫性がないん

ですよね、答弁に。質問をして答弁がそれだけ一貫性がなければ、質問をしても何も意味がな

いんじゃないですか。そのときそのとき、質問の角度が変われば、そのときそのときにまた答

弁が全く１８０度違う正反対の答弁が出てくる。これじゃ委員会を開いて、委員会で審議する

必要性がないじゃないですか。 

委員長、委員長、答弁に一貫性がないんですけど、そのあたりどういうふうに計らっていた

だけますか。 
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○副市長 

 ですから先ほどですね、ちょっと調査しますということについては撤回をさせてくださいと、

あと言いました、前回からずっと当初、今回答弁しておりますように、この幸袋、確かに頴田

のあとは地元企業育成という観点から地元で発注するようにということで、原則そういう努力

をしなきゃなりませんが、結果として、この幸袋小中一貫校の口の字型の建物というのは一体

型の形状等から、今回は担当課が申しますように、市外のゼネコンを入れてのＪＶの発注でい

きたいということで、行政内部でいろいろ総合的な勘案した結果、そういうことになりました

ので、それで一つご理解をお願いしますということでございます。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １４：４０ 

再 開 １４：５３ 

委員会を再開いたします。 

○副市長 

 またおしかりを受けるかわかりませんが、撤回するということを撤回します。当初のですね、

一応建築課のほうから設計業者のほうに、調査依頼が質問者のほうからあっておりますことに

ついては、そのようにいたします。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○古本委員 

 今の答弁ですが、コンサルにできるかどうかも含めて調査するということですか、させると。 

○副市長 

 費用がどのくらいかかるかとか、日数がどのくらいかかるかとかいうことをお尋ねでしたの

で、それは担当課のほうから設計会社のほうにですね、きちっと、その日数はどうなのかと、

またこれは細かく言うと問題になるかもわかりませんが、そういうことも含めて総合的に我々

のほうで判断せないかんかなというふうに思っております。 

○古本委員 

 今の答弁の中では、まず可能かどうかも含めて、可能な場合は積算のやりかえとか諸々のと

ころを含めてどのぐらい時間がかかるかを聞かれるという答弁でいいんですかね。いいんです

ね。 

そしたらですよ、委員長、私さっき、ちょっと質問させていただいたんですが、いまコンサ

ルは本市と契約結んどるんですよね。そういう中で何というんですか、ゼネコン主導の今の発

注の仕方で答弁を受けているんですが、私は地場企業育成の観点から使ってくれというお願い

をしよるんです。できるかできんかの判断の中は、どういうふうに私考えていいか、自分の判

断がつかないんです。というのは、私はこの話を質問する中で、自分が自分の知り合いの中の

設計士に簡単にできるというような答えを持ってきて質問してるんですよね。何で地場企業に

発注しないのかというような、先ほどから質問させていただいたんですが、坂平委員さんが言

われるように、一番難しいところは鉄筋の継ぎ手だけで生コンは一度に打つわけではない。打

ち継ぎは一度にするわけじゃないから、建物の中あちこちにできますよと。難しいところはど

ちらのところの鉄筋の継ぎ目がどちらに来るかとか、そういうところだけなんですよと聞いて

いるんですよ。それで、そのほかの部分でも、例えば先ほど言いましたように、金田の庁舎は

一、二階別棟発注なんですよ、階層で。そういうこともできるんですよ、やろうと思えば。だ

からできるかできんかのところで、ノーはないですよね。ただ、できるけれども時間がかかる

とか、積算の部分でもやり直すからこのくらいかかりますよとか、その確認だけいいですか。

できる観点から聞かれるんですか。それをさっきお尋ねしよったんです。 
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○副市長 

 先ほど、前の坂平委員からも質問あったように、それから古本委員も言われるように、その

つなぎ手の云々、技術的なことはちょっと私も不得意ですけども、それは可能かわかりません。

そういうのが出てきた場合に、じゃあ、あとそれを算出する間のと、今度行政側としてする判

断としては、例えば開校日とかいろんな問題があります。それを総合的にですね、判断させて

いただいてですね、報告させていただきたいというふうに思っております。 

○古本委員 

 先ほどから何度も繰り返しますが、私はできるかできんかのところだけはきちっと返事をも

らいたいんですよ。する、せんじゃなくて、そしたらあなた方はできるのにしなかったと。ジ

ョイントをつくってなかったからしなかったと。極端な話、やろうと思えば今からでもジョイ

ント入れられるわけでしょう。期間はかかりますけど、例えばですよ。地元企業を第一に考え

てやられるんなら、できますよね。ただ開校とか、いろんなものの期間が短いからできないと。

どっちかにこうきちっとしてください、返事を。その辺の要望をしておきます。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ ほかになし ） 

お諮りいたします。本件は掘り下げた審査をするということで、継続審査といたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本件は継続審査とすることに決定いたしました。 

お諮りいたします。執行部から、案件に記載の件について報告したい旨の申し出があってお

ります。報告を受けることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、報告を受けることに決定いたしました。 

初めに、「飯塚市中心市街地活性化の取り組みについて」の報告を求めます。 

○商工観光課長 

 「飯塚市中心市街地活性化の取り組みについて」、ご説明申し上げます。飯塚市中心市街地活

性化事業のうち、商工観光課が所管しております商業の活性化事業の取り組みについて、平成

２６年度の事業進捗状況資料に基づき、報告させていただきます。 

まず、中心市街地最高戦略事業の２つの事業につきましては、国の平成２６年度予算による

経済産業省の事業採択を受け、実施しております。 

まず、「街なかさるくで、健幸商店街創造事業」につきましては、平成２５年度に引き続き、

東町商店街の旧玉置１階に開設しております街なか交流・健康ひろばにおきまして飯塚商工会

議所が実施主体となり実施しておりますが、７月１日から９月２日までスロージョギング教室

を合計１０回開催し、延べ１２１人が参加、１０月４日にスロージョギング大会を開催し３５

人が参加をしております。また、９月３０日からステップ運動教室を開始しておりまして、１

２月２６日にかけまして計１２回実施いたします。「さるくポイント事業」及び「健康フランチ

ャイズ制度」につきましては、平成２５年度に導入いたしまして、商店街の魅力向上に取り組

んでいるところでございます。今後の予定としましては、１月６日よりスロージョギング教室

を３月１７日にかけて計１０回、３月にスロージョギング大会を開催することとしております。 

次に、「タウンマネージャー設置事業」につきましては、平成２４年度から設置しております

タウンマネージャーを今年度も採用し、現在店舗診断や空き店舗対策をはじめ、国の補助金を

活用したハード整備やイベント等のソフト事業の支援、商業活性化に向けたさまざまな企画立

案などを行っていただいております。 

次に、国土交通省の社会資本整備総合交付金を活用した４つの事業につきまして、ご説明い
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たします。 

「戦略的逸品店舗誘致事業」につきましては、アンケート調査による消費者ニーズなどを参

考に、中心商店街に即戦力となる逸品店舗の誘致を進めておりまして、現在までに２８社に出

店交渉を行い、そのうち出店検討中が５社、社内協議中が７社となっております。今後とも引

き続き、積極的な誘致活動を行ってまいりたいと考えております。 

「街なかギャラリー運営事業」につきましては、設置場所の再検討も含め、計画をいま見直

しているところでございます。 

次に、「スマイル・コミュニケーション創出事業」につきましては、大河ドラマ「軍師官兵衛」

の放映を契機として、昨年度から県の軍師官兵衛福岡プロジェクト協議会に参画をして、本市

では昨年４月に官民により設立しました黒田官兵衛いいづかプロジェクト協議会を中心に、官

兵衛ゆかりの市としての観光ＰＲ活動を行っております。本事業を活用しまして、負担金とし

て財政的な活動支援を行っているもので、これまでに平成の黒田二十四騎絵馬の作成やポスタ

ー、のぼり旗、パンフレット等の作成、各種イベントにおけるＰＲ活動や旅行会社向けの説明

会への参加等を行ってまいっております。今後とも引き続き、街道まつりなど各種イベント等

において、観光ＰＲ活動を行っていくこととしております。 

最後に、「街なか循環バス運行事業」につきましては、中心地市街地活性化推進事業の効果促

進事業として実施するもので、市民の交通手段の確保並びに中心市街地の利便性や回遊性の向

上を主な目的として、中心市街地内を主とした各施設への利用促進や商業施設への誘導を行う

ものでございます。平成２７年度の導入に向け、飯塚市地域公共交通協議会におきまして、た

だいま運行計画の検討及び調整を行っているところでございまして、年内中にダイヤと運行詳

細を決定する予定といたしております。 

以上で、中心市街地活性化事業の進捗状況についての報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「飯塚市地方卸売市場 青果部（みどりや）の盗難について」の報告を求めます。 

○農林振興課長補佐 

飯塚市地方卸売市場青果部食堂（みどりや）の盗難について、ご説明申し上げます。 

本年１０月８日水曜日１６時頃から、翌日９日木曜日午前４時頃までの間に、青果部入口右

手にあります３軒ある食堂のうち、真ん中店舗のみどりやの裏側通用口のガラスを割って店内

に侵入され、食器棚の内部に置いておりましたつり銭約３万円が盗難にあいました。 

卸売市場は夜間も荷降ろしのトラック等の出入りがあることから、外部からの出入りを制限

するのは困難である上、８日水曜日は青果部が休養しており、食堂も夜間は無人となっている

ことから被害を受けたものと思われます。 

なお、今回の被害を受け、各卸売会社、関連店舗及び商業組合に対し、金銭及び貴重品の管

理を徹底するように通知しております。 

以上、報告事項の説明を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「明星寺地区採石場周辺市道に関する訴訟概要について」の報告を求めます。 

○建設総務課長 

明星寺地区採石場周辺市道に関する訴訟概要について報告いたします。平成２６年１０月２
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２日午後３時３０分より、福岡地方裁判所において裁判が開催されました。前回報告しており

ましたとおり、証人尋問を受ける者と期日が決定しました。受ける者は、原告の関係人、平成

２４年度当時の都市建設部長、同都市建設部次長、同土木管理課長、同総務部長の計５名で決

定しており、期日は平成２６年１２月４日の午後１時３０分から原告の関係人、平成２４年度

当時の都市建設部次長、同都市建設部部長の順で行われ、平成２７年１月１５日の午後１時３

０分から平成２４年度当時の土木管理課長、同総務部長の順で行われることで決定しておりま

す。 

以上、簡単ではございますが、報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○坂平委員 

 この明星寺の道路ですか。これは特殊車両認定ですか、道路制限令、この道路制限令という

そのものは、どういった制限があるわけですか。ちょっとそのあたりを説明いただけませんか。 

○建設総務課長 

 今回の裁判に関しての基準となっております道路法が基準でございます。その中で、この法

律の第４７条第４項において、この道路との関係において必要とされる車両について、制限に

関する基準が政令で定められるところでございます。この政令で定められました制限、車両制

限令、これに基づきまして、今回車両についてのですね、通行についてのいろんな規制がかか

ったということで、いま裁判になっているところでございます。 

○坂平委員 

 いや、裁判になった云々よりも制限令、道路制限令という内容、これはどういうことが制限

されるから通行禁止ということになるかを説明いただけませんか。 

○建設総務課長 

 具体的に言いますと、この車両制限令第６条第１項に該当しない道路である場合が判明した

ときには、同条第２項という中に規定されています車両幅員の２分の１を超える車両の通行が

できない道路というふうなことが定めてあります。 

○坂平委員 

 それじゃあ、この市道、全市道の通行許可、これは制限令というものは、飯塚市が、市長が

発令されたと思います、制限令をここに制限しますということで、この道路については適用さ

れたわけですね。じゃあ、この制限令を適用された段階において、これは使用をどうしてもし

なきゃいかんというときには許可申請、これを提出されるわけですね。されたときには、その

道路は通れるんですか。 

○建設総務課長 

 申請に基づきまして審査いたしまして、条件等揃えばですね、認定されれば通れるようにな

ります。 

○坂平委員 

 では、申請をされたときに、どういった条件がつけられるわけですか。 

○建設総務課長 

 各道路の状況にもよりますが、個別的にその地域の道路の状況等を把握しながらですね、そ

のときそのとき判断をしております。 

○坂平委員 

 その一定の基準はないわけですか。そのときそのときで判断をされてあるということですの

で。 

○建設総務課長 

 今回の案件で言いますと、道路の車道の幅員からですね、０．５メートルを減じたものを超
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えてはならない、そしてまたこの制限令の中の第６条第１項及び２項の中に、先ほど言いまし

たように、市街化区域の道路で、この第１項に規定するもの以外のものを通行する場合につい

ては、道路車道、道路のですね、車道の幅員の２分の１を超えてはならないというふうなこと

で今回は判断しております。その関係で、５メートル未満であったということで、この車両制

限令第２項に規定する道路であったということで、今回の場合は規制をかけたということでご

ざいます。 

○坂平委員 

 いやいや、だから制限令をかけたということはわかりました。その通行許可申請、これは、

先ほど私質問しましたけど、申請が出たときにそのときそのときの判断で許可をするかしない

かは行政で判断をして、可か否か、どちらかを判断しますということで言われていましたけど、

その一定の基準というのはないわけですか。 

○建設総務課長 

 一定の基準といいますか、通常でございますと、その地域の実情に合わせて、通学路であれ

ば通学路の状況、あるいはその危険な状態であれば誘導員の配置とか、そういうものも含めて

状況を見ながらそのとき判断をして、場合によっては誘導車両をつけて誘導しながら車の進入

をやってもらうとか、そういうふうな条件をそのとき個別に判断をしております。 

○坂平委員 

 じゃあ、この問題は以前からずっと説明を聞きましたけれども、基本的に１回道路使用申請

が出されて許可をされたわけですね。許可をされた後に、市が条件をつけたことに対して違反

をしたと、それを守らなかったということで通行禁止ということに、申請をされたところは通

行できないという形になったわけですね。その後、ほかの企業、そういったところからの申請

はございませんでしたか、ありましたか。 

○建設総務課長 

 取り消した後につきましては、太平建設のほうから出ております。 

○坂平委員 

 それは１社だけですか。 

○建設総務課長 

 取り消し後については、いま言いました太平建設、それからソーラーに関する搬入した場合

の業者が入っております。 

○坂平委員 

 いや、取り消したというのが、許可を１回出しとって取り消したのは太平建設ですか。取り

消したのは、嘉飯山砂利組合やないとですか。だから、取り消した分は、いま裁判であってる

ところですよね。それ以外に申請を、通行許可申請を出された企業はどこですか。 

○建設総務課長 

 繰り返しの答弁になりますが、太平建設でございます。 

○坂平委員 

 取り消したじゃなくて、申請があったのが太平建設ですね、それ以外にあったのが。建設総

務課長、そういうことですね。そして、それ以外に、太平建設以外には、申請は、許可申請は

提出されていなかったですか。 

○建設総務課長 

 その時点では、いま言いましたように、太平建設、それとその後にソーラーに関する業者が

入っております。 

○坂平委員 

 じゃあ、例えば、この制限令にかかる道路、例えば大型車両が走れない道路幅員の２分の１

を超える車幅を持った車、これが通れない道路について、飯塚市が市道管理している観点上、
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許可可能かどうかというのは判断はされるわけですね。１業者は許可を出しとったけど、許可

の条件に違反したから通行止めをしたと、許可取り消しをしたと。じゃあ、別の企業が出した

のに、なぜ許可が出なかったんですか。 

○建設総務課長 

 今回通行を取り消したときについては、先ほど質問者も言われましたように、条件としての

誘導員の配置についての違反があったということで取り消し、あと通行を認定した分について

は、先ほど言いましたソーラー搬入時の業者等については、誘導者、それから誘導員の配置、

それから時間帯等をですね、明確に守っていただいたということでございます。 

○坂平委員 

 質問の意味を理解されていないようですけど、ソーラーの仕事をしている業者については、

申請は許可したんですね。もう１者申請をされた企業があるわけでしょう。先ほど言われた太

平建設、ここは申請を許可したんですか、許可していないんですか。 

○建設総務課長 

 申しわけございません。太平建設につきましても通行認定については取り消しを行っており

ます。これについては、嘉飯山砂利建設が設置したガードマンの指示に従うというようなこと

の条件になっておりましたので、その前に嘉飯山砂利建設のほうに取り消しが出ましたので、

関連会社ということでこの申請についても取り消しを行っております。 

○坂平委員 

 私もよくそのあたりは確認をしなきゃいかんと思いますけど、嘉飯山砂利建設が申請した、

課長、聞いていますか。申請した条件と、市が通行許可を出した条件等について、それに分乗

して太平建設も許可申請をされたわけですか。それとも別々の段階でされたわけですか。 

○都市建設部次長 

 先ほどの質問ですが、まず嘉飯山砂利建設さんの条件に沿って運行するということで、そう

いう条件でございましたので、今回その時点では嘉飯山砂利建設を取り消しいたしましたので、

太平建設様の分も自動的に取り消したということで判断をいたしました、その当時は。 

○坂平委員 

 そのあたりの意味がちょっと解釈がしにくいんですが、嘉飯山砂利建設の通行運用に基づい

て、太平建設も申請が同じように出されとったわけですね。嘉飯山砂利建設はそういう条件違

反をしたから通行禁止をさせたと。太平建設は、その運用に、運用と同じように申請書が出と

ったわけでしょう。そしたら太平建設さんに対しては、その段階において、じゃあ、嘉飯山砂

利建設がこういう運用条項について、その条件について違反をしたから取り消しますよと、だ

からあなたのところは条件と同じように、しますか、しませんかということは確認されたんで

すか。 

○都市建設部次長 

 その当時は、確認は行っておりません。 

○坂平委員 

 じゃあ、市道を管理する立場として、運用が同じ条件で、運用条件が同じで通行許可申請が

出た。片一方がだめになったから自動的に取り消すということ自体、おかしいんじゃないです

か。条件は同じでも別々でしょう、申請は。であるならば、その企業については同じ条件で違

反をしてなければ通さなきゃいけないんじゃないですか。それも自動的に取り消しをした理由

はなんですか。 

○都市建設部次長 

 当時につきましては、嘉飯山砂利建設さんと太平建設が同系列の会社ということで判断をい

たしまして、同時に取り消したということでございます。 

○坂平委員 
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 ここは、この企業というのは法人格があるんですね。例えば、同系列の企業というみなし方

はどこでされるんですか。法人格を持っているところは、それぞれが法人として、企業として

独立採算で企業やっとるわけだから、それに対して行政側は一連の企業と、例えば親族とか、

そういうのが企業を営んで、別々の企業をしとっても、法人格は別でも、例えばそこの会社に

役員でおったりすると、同じ企業としてみなすわけですか。そのあたりはどんなふうな判断を

されていますか。 

○都市建設部次長 

 当時の判断につきましては、会社の謄本等を確認いたしまして、親族の名前が存在したとい

うことで、その時点では系列会社として判断をいたしまして、事務処理を行った次第でござい

ます。 

○坂平委員 

 そのあたりは、基本的に間違った判断だったとは思いませんか。企業ですから、法人格を持

っているわけですから、役員が同じでも何でも、別々の企業ですよ、という一般、通常そうい

うふうな判断をするんじゃないんですかね。だから、そこのあたりは、いま裁判中ですからね、

はっきりとは答えにくいだろうと思います。だから、一応それはね、言っときますけど、間違

った判断だと私は思います、公平な立場で見てもね。だから、そういうことは今後よく調査を

して、判断を間違えないようにやってください。 

それと、次にお尋ねするのは、全市道の通行可能と不可能な道路、制限令にかかる道路、こ

れについて私は２年ほど前から質問をしています。これについて、市のほうはどういうふうな

対策を立てられていますか、いま現在。 

○建設総務課長 

 今ご質問の意味は、道路台帳の精度向上ということで、道路台帳について、以前からご指摘

を受けております。調査方法について、業者のほうに提案を受けたところでございますが、こ

の１つの手法として、いま検証していますが、道路幅員を把握する作業をすることと同時に、

道路の位置ずれや道路幅員の誤り、高精度で把握できる方法があるということが、今わかって

おります。ＭＭＳという、モービルマッピングシステムというシステムなんですが、自動車に

ＧＰＳ、これをレーザー照射装置とデジタルカメラを登載しまして、走行しながら道路周辺の

位置情報とレーザー発射による形状データ化しまして、測量と立面図の作成が可能になるとい

うふうなことでございます。提案を受けたこのＭＭＳは、非常にやっぱり高額ということの見

込みであるということでございます。簡単に事業化できるものではないかと考えておりますが、

この事業化について現在検証をしているところでございます。 

○坂平委員 

 この制限令はですね、市長、齊藤市長、この制限令を発令されたのは、市長が発令されたわ

けですね。この発令をされて、告示をされたわけですよ。この制限令という、道路車幅の幅員

の２分の１を超える車両は通ってはいけないということで発令されました。これが飯塚市道、

全市道の中で、飯塚市が管理する市道の中で、ほかの道路については発令はされていない。こ

れは、今後どういうふうに対処されるんですか。 

（ 発言する者あり ） 

○坂平委員 

 私は、市長にお尋ねしよるとです。 

○市長 

 たぶん相当数の道路がまだこの飯塚地区にはあると思います。それぞれの地域の環境、地域

の住民、それから本当に総合的にですね、判断をしながら地域とまた話し合いながら、また我々

行政サイドとして、ここは早くしなきゃならないというようなこともあると思いますんで、今

後、総合的にしっかり判断をしながら進めていきたいと思っております。 
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○坂平委員 

 今後、総合的に判断をしながら進めていかなきゃいかんというご答弁ですが、道路制限令に

かかる道路、これをいまだにまだ調査をする予算も上がっていない。そして、そういう道路が

何千路線あるか、これも把握されていない。でももう発令されて、これは裁判がいま進行中で

すよ。このことに対してね、１箇所の道路だけを制限令かけて、後は動向を見ながらというこ

と自体が尐しおかしいんじゃないですか。だから、基本的に制限令というのは、市が道路を管

理する立場として、権限を持って通行禁止令を出すわけですね。であるならば、逆に通行許可

を、そういう道路については通行許可申請をしていただいて、条件を満たした分だけは通すと

いうような形のものは当然とるべきじゃないんですか。万が一、道路制限令にかかるような道

路で、交互通行をするときに接触事故があったと。その制限令をかけなかったために、そっち

の方向で、その方向で行政のほうに、例えば事故を起こされた方が、幅員が足りなかったから

交互通行ができないで事故がありましたと言ってきたときには、どういうふうに対処されるわ

けですか。そういった諸々の問題がですね、この問題に対しては大きな問題を抱えているわけ

ですよ。だから、制限令をかけた以上はですね、ほかの道路の整備を早急にやってくださいよ。

道路を通すのか、制限令をかけて通行禁止をするのか。例えば、そういう道路を通るためには、

申請書を出さなきゃ通せませんと、通れませんということは当然発令するべきでしょう。１カ

所だけに限らず、既にもうこういう制限令で通行禁止令を出したんですから。そのあたりはど

う思われますか、市長。 

（ 発言する者あり ） 

○市長 

 何もかにも私が答えるということでなくて、担当とかそういう部長とか副市長とかおります

ので、そういう答弁をする場合もございますので、ご理解をお願いします。 

それで今の質問ですけれども、そういういま制限令をかけている場所というのはですね、た

ぶん道路幅が足らない所は相当な箇所があると思います。ということはね、飯塚における生活

圏がですね、動かなくなる可能性もあるところも出てくると思います。だから、それは考えな

がら、我々がやっていきたいと思っておりますけれども、今の明星寺地区における問題に関し

ては、その問題ではなくて、地域からの声も上がったり、業者さんとの関係もあってですね、

起こっている問題ですので、車両制限令をかけさせていただいておりますけども、いま質問者

が言われるように、飯塚を全部そういうことを対象にしながら、考えていくべきじゃないかと

いうご質問ですけれども、その辺の取り組みということは非常に難しさがある。また私も総合

的に考えながら、それぞれの場所に対してかける必要がある、まだここはかけれない、かけれ

ないと言い方はおかしいんですけれども、そのまま通っているというようなことが起こりえる

かもわかりません。 

○坂平委員 

 いま市長のほうからの答弁ではね、他の箇所はたくさんあるだろうと、これを全路線そうい

うことをすれば生活圏ができないというようなご答弁ですよね。しかし、地域によってはこう

いう制限令をかけたと。これはもう消しようのない既成事実なんですよ。制限令をかけて通行

禁止例を発令したということは。別の箇所で同じような条件等が、地域から声が上がってくれ

ば、そのときもかけられるんですか。 

○都市建設部長 

 先ほど、制限令の中の話はいろいろ言われました。当然、市内には当然幅の広い道路から狭

い道路、当然一般の車両、普通車両も当然、うんと家庭の道路、生活道路といいますか、そう

いう部分もございます。その中でいくと、もう委員言われるように、３千カ所以上はたぶんあ

るんだろうと。当然、制限令の中でも幅員だけをとらえているのでは当然ございません。そこ

そこの条件がございます。それがじゃあ何ヵ所あるかというのは、先ほど建設総務課長も言い
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ましたとおり、調査をしないとわからない。当然その部分については、いま現在もしていない

という中でですね、当然、今後そういうふうな部分も含めてですね、今後の処理、総合的には、

最終的に判断をしないといけませんけども、そういうふうな基準等も含めてですね、運用の方

法も含めて、今後研究といいますか、今さらという話では当然あるかもしれませんけども、そ

ういうことも含めてですね、総合的に判断も含めてしていきたいというふうな考えでございま

す。 

○坂平委員 

 だから何度も同じことを言うようですけどね、基本的にこの道路制限令、これを適用して通

行禁止令を発令しているんですよ。だから１カ所にかかわらず、するなら全部するべきだろう

と。これはいま提訴中ですから、ここの箇所だけについて、いろいろ質問しても答弁できない

と思います。だから、基本的にこの発令自体は、私の主観的な考え方かもしれません。そのあ

たりを尐し発言させていただきますけど、この市が管理する道路として、道路管理者として、

こういったね、制限令、通行禁止令、これはよほどね、考えてしなければ、こういった大きな

問題をですね、引き起こすんですよ。これは、ここで例えば勝訴であろうと敗訴であろうと、

これは何らかの形で残るんです。これは全国的にですね、全国の市町村、この市道に全部かか

わってくる。国道であろうと、県道であろうと。だからものすごく大きな問題をですね、これ

はやっているんですよ。だから早くね、解決をしてどうするかということをね、決断しないと、

万が一にも敗訴になったときには、飯塚市全域、全部工事をするか、禁止令を、通行禁止令を

標識を立てて通れないようにするか、そのあたりを十分ね、考えて、今後とにかく裁判にしっ

かりと勝つように頑張ってください。お願いしときます。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ ほかになし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「工事請負契約について」の報告を求めます。 

○契約課長 

工事請負契約の締結状況について、お手元に配付いたしております資料によりご報告いたし

ます。 

今回の報告をいたします２件の工事は、いずれも土木一式工事でございます。入札の執行状

況につきましては、条件付き一般競争入札実施要領及び運用基準に基づきまして、業者選考委

員会において資料１ページの「鯰田五手ノ上用排水路改良（３工区）工事」及び資料２ページ

の「水江雤水幹線水路改修（２工区）工事」の２件ともに市内土木一式工事のⅠ等級に格付さ

れている要件等を決定し、入札を執行いたしました。 

次に、入札の結果についてご説明いたします。資料１ページをお願いいたします。「鯰田五手

ノ上用排水路改良（３工区）工事」につきましては、７者による入札を執行いたしました。そ

の結果、落札額９１２３万１９２０円、落札率８７．０５％で、有限会社松本建興が落札して

おります。 

次に、資料の２ページをお願いいたします。水江雤水幹線水路改修（２工区）工事につきま

しては、６者による入札を執行いたしました。その結果、落札額８６７９万４２００円、落札

率８７．３８％で、岩永建設有限会社が落札しております。 

なお、今回報告いたしました２件の工事につきましては、いずれも最低制限価格によります

２者以上の同額応札があり、地方自治法施行令の規定に基づきくじ引きにて落札業者を決定い

たしております。 

以上、簡単ではございますが、工事請負契約の締結状況についての報告を終わります。 

○委員長 
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報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「工事請負変更契約について」の報告を求めます。 

○農業土木課長 

 工事請負変更契約のご説明をいたします。お手元の資料をお願いいたします。 

本件報告は、浸水対策事業の工事名「鯰田五手ノ上用排水路改良（２工区）工事」でござい

ます。原契約１億７９８万５９６０円を、４７万５２００円の増の１億８４６万１１６０円と

するものです。 

この変更契約概要は、主なものとして今回採用いたしましたオープンシールド推進工法の発

進立坑設置による補強材の減工、それと工事用仮設道路設置による安全対策としての鋼板等の

設置の増工を行ったものです。 

以上、簡単でございますが、工事請負変更契約の報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「飯塚市行財政改革実施計画〔第一次改訂版〕の実施について」の報告を求めます。 

○行財政改革推進課長 

 平成２１年度から取り組んでまいりました「飯塚市行財政改革実施計画〔第一次改訂版〕」が

平成２５年度をもって計画完了いたしましたので、その実施状況についてご報告いたします。 

配付いたしております資料の２ページをお願いします。最初に、ページの下側になりますが、

「３ 数値目標の達成状況」をお願いします。この計画では、「平成２５年度までに単年度の財

政収支を黒字化する」ということを目標としておりましたが、平成１８年度に策定いたしまし

た当初の行財政改革実施計画の取り組みが、計画額を大幅に上回ったこと、地方交付税の改善

等が影響し、平成２１年度当初から黒字化しており、数値的な目標は達成しているという状況

でございます。 

次に３ページをお願いいたします。「５ 計画の実施状況」についてご説明します。第一次改

訂版では４６の推進項目について取り組んでおります。そのうち３９の項目については、計画

期間中に実施しており、実施率は８４．８％となっております。職員の定数削減、給与の削減

等については計画を上回る実施状況でございましたが、職員手当や非常勤特別職の報酬、職員

の弾力的な活用などの面においては、見直す適正な基準を設定することができず、検討のみで

実施までには至っておりません。 

また、今計画で未実施であった７項目につきましては、いずれも行財政改革として、今後も

引き続き実施に向けて検討することといたしております。ただし当初計画で、平成１８年度の

計画ですが、当初計画で未実施であり、改訂版においても引き続き実施に向けて検討するとい

たしておりました固定資産税、法人市民税の税率改正、保育料の軽減措置の見直しにつきまし

ては、経済状況及び子育て支援の施策方針により、行財政改革推進本部において取り組まない

と決定いたしております。 

効果額でございますが、４ページに一覧表を載せておりますが、５年間の累計で６１億８９

０８万５千円の計画額に対しまして、７１億４３３８万６千円の実施となっております。計画

額を９億５４３０万１千円上回る結果となっております。率にいたしますと１１５．４％の実

施状況でございました。 

この要因としては、臨時的な収入である工業団地の分譲や未利用の市有地の売却が大きく影

響しており、将来の健全な財政運営を確保するまでには至っていません。そのため引き続き、
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経常的な収入の確保策、経費節減策の検討、そしてその実施が必要といたしております。 

４ページをお願いいたします。「６ 組織機構の見直し」としておりますが、①につきまして

は部や課の組織の推移、②につきましては職員数の推移について掲載をしております。 

５ページをお願いいたします。職員数の推移では、５ページに年度別の推移表を掲載してお

りますが、この改定版におきましては５年間で１３０人の定数削減ということで掲げておりま

したが、実施状況といたしましては１３３人となっており、ほぼ計画通りでございました。 

次に「７ 公共施設の見直し」でございますが、公共施設等の見直しにつきましては、平成

２１年２月に策定いたしました「公共施設等のあり方に関する第一次実施計画」及び平成２３

年３月に策定しました「第二次実施計画」に基づき進めております。年度別の取り組み状況に

つきましては、６ページに表を掲げております。表中の説明は省略させていただきます。 

なお、公共施設のあり方に関する実施計画につきましては、平成２８年度までの計画となっ

ておりますので、今後もこの実施計画に基づき進めてまいります。 

次に、７ページから１１ページにかけましては、計画期間中の財政状況について掲載いたし

ております。理由と要因等については説明書きを書いておりますので、説明につきましては省

略させていただきます。 

１２ページをお願いいたします。「Ⅲ 推進項目の実施状況と今後の取り組み」についてでご

ざいます。この表は改訂版で取り組みました４６の推進項目の年度ごとの取り組み状況につい

て整理したものでございます。表中の中ほどの欄でございますが、計画、実施状況及び効果額

の欄の上段が計画、下段が実施状況となっております。その右側の実施状況につきましては、

主な取り組み内容について記載いたしております。またその右側の欄につきましては、今後の

取り組みについて記載しております。詳細の内容説明については省略させていただきますが、

１７ページをお願いいたします。ナンバー４０でございますが、職員の早期退職勧奨制度につ

いてでございますが、これにつきましては平成２５年度から実施しております。この年度につ

きましては、退職手当組合への特別負担金の支払いのみということで、実際、職員の新陳代謝

による効果というのは平成２６年度以降ということになりますので、効果額としましてはマイ

ナスとなっております。 

以上、簡単でございますが、報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

これをもちまして、経済建設委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 


